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üÿ

কདྷ૾ औΓ͘רঢ়گͱ՝ औΓΉࡦࢪのํੑ

ʡのࡐʠਓݯࢿӦܦ		5�3
֬อ

ඞ要ͳਓࡐの֬อにՃ
͑、࣭ のߴいݚमを௨͡
た৬һのҭ͕ඞ要ͱ
ͳってい·すɻ·た、ޮ 
తͳ業ӡӦにΊるた
Ί*$5の利׆用͕ඞ要
Ͱすɻ

事業のܧଓにඞ要ͳਓࡐを֬อ
し、৬һのਓ事ަྲྀをਤるͱͱもに、
計画త͔ͭޮՌతͳݚमをਐΊ、
ใԽのਪਐͱใηΩϡϦςΟの
֬อにΊ·すɻ

কདྷ૾̒
お٬ ·͞にຬし
ていただける事
業׆ಈを࣮ࢪし
·す

ಈ׆ൃܒ・ௌ・ใ		6�1
のॆ࣮

ΞϯέʔτௐࠪͰは、૯合
ຬ度にͭͳ͕るऔΓ
Έͱして、ʮใఏڙ
ใʯ͕ も࠷ くͳっていߴ
·すɻ

お٬ ·͞ͱ対Ͱきるػձをଟ
くͪ࣋、Θ Γ͔すいใఏڙをҙ
しࣝたใ・ௌ׆ಈ、׆ൃܒಈを
い·すɻߦ

6�2		お٬͞·αʔϏεの
ॆ࣮

Ϩϕϧ׆のมԽੜ࣌
の上ͱͱもに、お٬ ·͞
のχʔζ͕ଟ༷Խしてき
てい·すɻ

新たͳࢧいํ法εϚʔτϝʔ
λʔのಋೖにͭいてௐࠪڀݚをߦ
ͱ͏ͱもに、お٬ ·͞の࢈ࢿͰ͋るڅ
水ஔഉ水設備のҡ࣋ཧに
関するࢦಋॿݴをߦい·すɻ

　公共下水道は都市部Ͱ整備͕ਐߦした昭和20年〜30年ͱࡏݱͰは、औΓרく͕ڥ大きくม

Խしているɻ

　ॳは֗中に͋;ΕるおͦΕの͋るӍ水のഉআ公ऺӴੜの໘ͰのԚ水のॲཧをతͱしてい

た͕、ਁ水ඃを͙ͱͱもにʮ公共用水域の水࣭อશにࢿするʯ͜ͱもతにՃΘΓ、地ٿ

อશのׂをՌたす͜ͱもॏ要ͳものͱͳっているɻڥ

　ͦのたΊには地ٿԹஆԽの対Ԡͱして、下水ॲཧաఔͰൃੜするݯࢿの有ޮ׆用はもͪΖΜ

の͜ͱ、ࢪ設ӡసにたって用するΤωϧΪʔの省ྗԽ࠶ੜΤωϧΪʔの׆用ਪਐのऔΓ

ΈをਐΊていくɻ

　ਓݮޱগࣾձのਐߦࢪ設のٺԽの対ԠͳͲ、՝はଟذにΘたる͕࣋ଓՄͳ下水道事

業のߏஙにけて、70प年のઅ͔Βະདྷをݟਾ͑た事業ల։をඪͱしてମ੍整備にΊるɻ
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昭和 26（1951） 公共下水道事業ೝՄ（新免ഉ水区）
下水道条例公

水道建設事所

27（1952） 公共下水道きΐ建設事ணख（新免ഉ水区） 水道部

28（1953） 土՝下水

32（1957） 都市計画՝下水

35（1960） 公共下水道事業ಛผձ計設ஔ 水՝

36（1961） 庄内ϙϯϓ建設։࢝

37（1962） 小曽根第１ϙϯϓ建設։࢝ 建設部
下水՝

38（1963） 庄内ϙϯϓڙ用։࢝

39（1964） 新条例公・受益者負担金に・ࢭ下水道条例ഇچ
関する省令公・ഉ水設備事業者公ೝنଇ公・
原田ॲཧ建設։࢝

40（1965） 水ચศ所վࢿ金ି条例公・ಉॿ条例公
・શࠃ下水道ଅਐσʔ（豊中市第１ճ）・小曽根
第１ϙϯϓڙ用։࢝・受益者負担金ऩ։࢝

41（1966） 穂積ϙϯϓ建設։࢝・水ચԽ։࢝・下水道用ྉ
ऩ։࢝

下水道部
ॸ՝・՝・ཧ՝

42（1967） 穂積ϙϯϓӍ水ڙ用։࢝

43（1968）
下水道部
ॸ՝・՝・ཧ՝・原田下水ॲཧ
・ழ໊川ྲྀ域下水道建設事所

44（1969） 庄内下水ॲཧ建設։࢝・新免ϙϯϓ建設։࢝ 下水道部
ॸ՝・業՝・՝・ཧ՝・࡞
業՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所・庄内
下水ॲཧ建設事所

45（1970） 新免ϙϯϓڙ用։࢝

47（1972） 桜井谷ϙϯϓٴͼ小曽根第２ϙϯϓ建設։࢝

48（1973） 庄内下水ॲཧڙ用։࢝（ࢪ1�2設60,000ὗ�） 下水道部
ॸ՝・業՝・՝・ཧ՝・࡞業՝・
ழ໊川ྲྀ域下水道事所・庄内下水ॲ
ཧ
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昭和 50（1975） 小曽根第２ϙϯϓڙ用։࢝
水ચԽ͋っͤΜҕһձنଇ公

51（1976） 桜井谷ϙϯϓڙ用։࢝ 下水道部
ॸ՝・業՝・՝・ཧ՝・࡞業՝・
ழ໊川ྲྀ域下水道事所・庄内下水道
事所

52（1977） 庄内下水ॲཧ֦ு事։࢝

53（1978） 穂積ϙϯϓ֦ு事։࢝ 下水道部
ॸ՝・業՝・՝・ཧ՝・࡞業
՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・
ҡ࣋՝・庄内下水道事所

54（1979） 受益者負担金に関する条例公（省令ഇࢭ）

55（1980） 穂積ϙϯϓԚ水ϙϯϓ
庄内下水ॲཧ第２ظ事（120,000ὗ�）

57（1982） 熊野田南中ܧϙϯϓࣨڙ用։࢝

58（1983） Ϟσϧ下水道事業ʮΞϐʔϧ下水道ʯ࠾
水水࿏事業։࢝（豊南部Ӎ水װઢ）

59（1984）ʮΞΫΞτϐΞʯにࢦఆ・新下水道法25ߦࢪप年ه೦建
設大ਉදজ受

61（1986） ΞϝχςΟ下水道࠾・下水道事業ணख35प年（市੍
50प年）ه೦ߦ事

62（1987） 水水࿏第１ظ事　下水道・水・緑・؍ܠ
Ϟσϧ事業（ΥʔλʔεΫΤΞʔϓϥϯ）࠾

63（1988） 水水࿏緑道͕建設省ʮखづくΓڷ土ʯ受 下水道部
ॸ՝・՝・ཧ՝・࡞業՝・ழ໊
川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝・
庄内下水道事所

ฏ （1989）ݩ 水水࿏蛍の里ʮ΄たるの༦ʯ։࠵

2（1990） 水水࿏第２ظ事・Ֆのສതにϗλϧをग़ల
中ԝװઢ؍ܠ水࿏事։࢝・σβΠϯ;たの設ஔ։࢝

3（1991） 下水道部
૯՝・՝・ཧ՝・ࢪ設՝・࡞業
՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・
ҡ࣋՝・庄内下水道事所

4（1992） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏のੇլ৲ඉ Β͔ڮޱߐ·Ͱ

5（1993） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
ڮޱߐ Β͔池ڮ·Ͱ整備

　　 ߲　　　　　　　　ࣄ 　　　　৫

ฏ 6（1994） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
ڮ池 Β͔大道ڮ·Ͱ整備

下水道部
૯՝・՝・ཧ՝・ࢪ設՝・水࿏
՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・
ҡ࣋՝・庄内下水道事所

7（1995） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
大道ڮ Β͔豊島公園西南·Ͱ整備

8（1996） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
豊島公園西南 Β͔豊島公園東南·Ͱ整備

9（1997） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　豊島公園東南͔Β部豊ொ
1ஸ231൪地·Ͱ整備

11（1999） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部豊ொ１ஸ231൪地͔Β
部豊ொ１ஸ243�４൪地·Ͱ整備

下水道部
下水道૯՝・下水道建設՝・下水道
ཧ՝・下水道ࢪ設՝・下水道ҡ࣋՝・
ழ໊川ྲྀ域下水道事所

12（2000） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部豊ொ１ஸ243 �４൪地
͔Β部ݩொ２ஸ66൪地·Ͱ整備

13（2001） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部ݩொ２ஸ66൪地͔Β
部ݩொ２ஸ58൪地·Ͱ整備
ਁ水対ࡦ事業　豊中װઢ　豊中ഉ水区
（ຳྠ地区）整備

14（2002） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部ݩொ２ஸ58൪地͔Β
部ݩொ２ஸ25൪地·Ͱ整備

15（2003） ࢝ఉஷཹ事業整備։ߍ ʲ土部ͱ౷合ʳ
土下水道部
土下水道૯՝・土下水道建設
՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・下水
道ҡ࣋՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所

16（2004） 千里園װઢ整備

17（2005） 千里園ϙϯϓڙ用։࢝
庄内下水ॲཧ（１�４ྻߴ） 度ॲཧࢪ設ڙ用։࢝
・ඪ४ੑ׆Ԛట法	 78,000ὗ�
	度ॲཧߴ・ 26,000ὗ�
（॥ࣜԽ法ܕซ用ࡎूڽ）		

19（2007） ྃఉஷཹ事業整備ߍ
（南桜塚小ֶߍ、小曽根小ֶߍ、原田小ֶߍ、豊
南小ֶߍ、野田小ֶߍ、北条小ֶߍ、東豊小ֶߍ、
島田小ֶߍ、南丘小ֶߍ、庄内西小ֶߍの計10 （ߍ
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昭和 50（1975） 小曽根第２ϙϯϓڙ用։࢝
水ચԽ͋っͤΜҕһձنଇ公

51（1976） 桜井谷ϙϯϓڙ用։࢝ 下水道部
ॸ՝・業՝・՝・ཧ՝・࡞業՝・
ழ໊川ྲྀ域下水道事所・庄内下水道
事所

52（1977） 庄内下水ॲཧ֦ு事։࢝

53（1978） 穂積ϙϯϓ֦ு事։࢝ 下水道部
ॸ՝・業՝・՝・ཧ՝・࡞業
՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・
ҡ࣋՝・庄内下水道事所

54（1979） 受益者負担金に関する条例公（省令ഇࢭ）

55（1980） 穂積ϙϯϓԚ水ϙϯϓ
庄内下水ॲཧ第２ظ事（120,000ὗ�）

57（1982） 熊野田南中ܧϙϯϓࣨڙ用։࢝

58（1983） Ϟσϧ下水道事業ʮΞϐʔϧ下水道ʯ࠾
水水࿏事業։࢝（豊南部Ӎ水װઢ）

59（1984）ʮΞΫΞτϐΞʯにࢦఆ・新下水道法25ߦࢪप年ه೦建
設大ਉදজ受

61（1986） ΞϝχςΟ下水道࠾・下水道事業ணख35प年（市੍
50प年）ه೦ߦ事

62（1987） 水水࿏第１ظ事　下水道・水・緑・؍ܠ
Ϟσϧ事業（ΥʔλʔεΫΤΞʔϓϥϯ）࠾

63（1988） 水水࿏緑道͕建設省ʮखづくΓڷ土ʯ受 下水道部
ॸ՝・՝・ཧ՝・࡞業՝・ழ໊
川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝・
庄内下水道事所

ฏ （1989）ݩ 水水࿏蛍の里ʮ΄たるの༦ʯ։࠵

2（1990） 水水࿏第２ظ事・Ֆのສതにϗλϧをग़ల
中ԝװઢ؍ܠ水࿏事։࢝・σβΠϯ;たの設ஔ։࢝

3（1991） 下水道部
૯՝・՝・ཧ՝・ࢪ設՝・࡞業
՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・
ҡ࣋՝・庄内下水道事所

4（1992） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏のੇլ৲ඉ Β͔ڮޱߐ·Ͱ

5（1993） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
ڮޱߐ Β͔池ڮ·Ͱ整備
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ฏ 6（1994） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
ڮ池 Β͔大道ڮ·Ͱ整備

下水道部
૯՝・՝・ཧ՝・ࢪ設՝・水࿏
՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・
ҡ࣋՝・庄内下水道事所

7（1995） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
大道ڮ Β͔豊島公園西南·Ͱ整備

8（1996） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏
豊島公園西南 Β͔豊島公園東南·Ͱ整備

9（1997） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　豊島公園東南͔Β部豊ொ
1ஸ231൪地·Ͱ整備

11（1999） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部豊ொ１ஸ231൪地͔Β
部豊ொ１ஸ243�４൪地·Ͱ整備

下水道部
下水道૯՝・下水道建設՝・下水道
ཧ՝・下水道ࢪ設՝・下水道ҡ࣋՝・
ழ໊川ྲྀ域下水道事所

12（2000） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部豊ொ１ஸ243 �４൪地
͔Β部ݩொ２ஸ66൪地·Ͱ整備

13（2001） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部ݩொ２ஸ66൪地͔Β
部ݩொ２ஸ58൪地·Ͱ整備
ਁ水対ࡦ事業　豊中װઢ　豊中ഉ水区
（ຳྠ地区）整備

14（2002） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　部ݩொ２ஸ58൪地͔Β
部ݩொ２ஸ25൪地·Ͱ整備

15（2003） ࢝ఉஷཹ事業整備։ߍ ʲ土部ͱ౷合ʳ
土下水道部
土下水道૯՝・土下水道建設
՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・下水
道ҡ࣋՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所

16（2004） 千里園װઢ整備

17（2005） 千里園ϙϯϓڙ用։࢝
庄内下水ॲཧ（１�４ྻߴ） 度ॲཧࢪ設ڙ用։࢝
・ඪ४ੑ׆Ԛట法	 78,000ὗ�
	度ॲཧߴ・ 26,000ὗ�
（॥ࣜԽ法ܕซ用ࡎूڽ）		

19（2007） ྃఉஷཹ事業整備ߍ
（南桜塚小ֶߍ、小曽根小ֶߍ、原田小ֶߍ、豊
南小ֶߍ、野田小ֶߍ、北条小ֶߍ、東豊小ֶߍ、
島田小ֶߍ、南丘小ֶߍ、庄内西小ֶߍの計10 （ߍ
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ฏ 20（2008） 地ํ公Ӧا業法をશ部ద用 ʲ水道ہͱ౷合ʳ
Ӧ部ܦ
૯՝・ܦӦا画՝・お٬ ·͞ηϯλʔ૭
ഉ水՝څ・՝ޱ
ٕज़部
水道ࣨ水道建設՝・ড়水՝・水道ҡ࣋՝・
下水道ࣨ下水道建設՝・下水道ཧ՝・
下水道ࢪ設՝・ழ໊川ྲྀ域下水道事所

22（2010） 合ྲྀࣜ下水道のվળ事業
庄内下水ॲཧ内水池　ڙ用։࢝
（ஷཹྔ　20,000ὗ）

23（2011） Ӧ部ܦ
૯՝・ܦӦا画՝・お٬ ·͞ηϯλʔ૭
ഉ水՝・αʔϏε՝څ・՝ޱ
ٕज़部
水道ٕज़ηϯλʔ水道建設՝・ড়水՝・水
道ҡ࣋՝・下水道ٕज़ηϯλʔ下水道建
設՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・ழ໊
川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝

24（2012） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　͔ڮޱߐΒ中豊島小ֶߍ東ଆ
·ͰӍ水॥ࢪ設（ૹ水 -�1,365N　ϙϯϓ設
備）整備ྃ
原田中ԝװઢの整備ணख

25（2013） 合ྲྀࣜ下水道のվળ事業
ೋ༿ொŋ大島ொ地内ஷཹڙ　用։࢝
（ஷཹྔ　2,000ὗ）

Ӧ部ܦ
૯՝・ܦӦا画՝・お٬ ·͞ηϯλʔ૭
ഉ水αʔϏε՝څ・՝ޱ
ٕज़部
水道ٕज़ηϯλʔ水道建設՝・ড়水՝・水
道ҡ࣋՝・下水道ٕज़ηϯλʔ下水道建
設՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・ழ໊
川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝

26（2014） 豊中市ਁ水ϋβʔυϚοϓ
࡞（ͼ津ٴ水・内水はΜཞߑ）

27（2015） 市長部͔ہΒ࿏ਗ਼業のҠ Ӧ部ܦ
૯՝・ܦӦا画՝・お٬ ·͞ηϯλʔ૭
ഉ水αʔϏε՝څ・՝ޱ
ٕज़部
水道建設՝・ড়水՝・水道ҡ࣋՝・下水道
建設՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・ழ
໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝

令和 （2019）ݩ 原田中ԝװઢ整備ྃ

2（2020） 豊中市ਁ水ϋβʔυϚοϓ
新ߋ（ͼ津ٴ水・内水はΜཞߑ）
新免װઢの整備ணख

２ ৫図

૯  
৬ һ 
ܖ   ࡒ 

ܦ Ӧ 計 画 
ใγεςϜ
ܦ ཧ 
 ใ 

Ӧ 業 
ྉ 金 
ऩ ೲ 

 ཧ 
 事 
α ʔϏε 

水 道 計 画 
水 道 建 設 

ড় 水 
設 備 
水 ࣭ 

計 画 
 ཧ 
म સ 

下水道計画
下水道建設

 ཧ 
վ ྑ 

 ཧ 
ॲ ཧ  
水 ࣭ 
ϙϯϓ  

 ཧ 
อશܥ2・1
3 ܥ อ શ 
水 ࣭ 

建 設 
設 備 

૯  ՝

ܦ Ӧ ا 画 ՝

૭ ޱ ՝

ഉ水αʔϏε՝څ

水 道 建 設 ՝

ড় 水 ՝

水 道 ҡ ࣋ ՝

下水道建設՝

下水道ཧ՝

下水道ࢪ設՝

建 設 ՝

ҡ ࣋ ՝

お٬ ·͞ηϯλʔ

ழ ໊ 川 ྲྀ 域
下水道事所

Ӧ部ܦ

ٕज़部

上下水道ہ
上下水道事業
ཧ者
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˞֤՝のਓは、所ଐ長ͱ֤ ՝長ิ・װに所ଐしていͳいओ、のਓの合計に 	をՃ͑た࣮Ͱ͋るɻװ෭ओ・ࠤ 	 	 	 	 	 	 	 	 	

（5）

（４）

（̏ ）

（5）

（5）

（5）

（3）

	4


（４）

（3）

（7）

（3）

（3）

（6）

（3）

（5）

（4）

（10）

（4）

（7）

（6）

（5）

（5）

（4）

（24）

（3）

（6）

（5）

（6）

（3）

（9）

（7）

（6）

（8）

（5）

（17）

（18）

（20）

（18）

（17）

（16）

（36）

（14）

（16）

（33）

（12）

（32）

（74）

（178）

（38）

（44）

（252）



第
１
章

創
設
期

第
１
章

創
設
期

第
２
章

発
展
期

第
２
章

発
展
期

第
３
章

成
熟
期

第
３
章

成
熟
期

第
４
章

現

在

第
４
章

現

在

資
料
編

資
料
編

資 料 編 資 料 編

ý2 ý3

　　 ߲　　　　　　　　ࣄ 　　　　৫

ฏ 20（2008） 地ํ公Ӧا業法をશ部ద用 ʲ水道ہͱ౷合ʳ
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ഉ水՝څ・՝ޱ
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庄内下水ॲཧ内水池　ڙ用։࢝
（ஷཹྔ　20,000ὗ）
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૯՝・ܦӦا画՝・お٬ ·͞ηϯλʔ૭
ഉ水՝・αʔϏε՝څ・՝ޱ
ٕज़部
水道ٕज़ηϯλʔ水道建設՝・ড়水՝・水
道ҡ࣋՝・下水道ٕज़ηϯλʔ下水道建
設՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・ழ໊
川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝

24（2012） 中ԝװઢ؍ܠ水࿏　͔ڮޱߐΒ中豊島小ֶߍ東ଆ
·ͰӍ水॥ࢪ設（ૹ水 -�1,365N　ϙϯϓ設
備）整備ྃ
原田中ԝװઢの整備ணख

25（2013） 合ྲྀࣜ下水道のվળ事業
ೋ༿ொŋ大島ொ地内ஷཹڙ　用։࢝
（ஷཹྔ　2,000ὗ）
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設՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・ழ໊
川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝

26（2014） 豊中市ਁ水ϋβʔυϚοϓ
࡞（ͼ津ٴ水・内水はΜཞߑ）

27（2015） 市長部͔ہΒ࿏ਗ਼業のҠ Ӧ部ܦ
૯՝・ܦӦا画՝・お٬ ·͞ηϯλʔ૭
ഉ水αʔϏε՝څ・՝ޱ
ٕज़部
水道建設՝・ড়水՝・水道ҡ࣋՝・下水道
建設՝・下水道ཧ՝・下水道ࢪ設՝・ழ
໊川ྲྀ域下水道事所建設՝・ҡ࣋՝

令和 （2019）ݩ 原田中ԝװઢ整備ྃ

2（2020） 豊中市ਁ水ϋβʔυϚοϓ
新ߋ（ͼ津ٴ水・内水はΜཞߑ）
新免װઢの整備ணख
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上下水道ߏػہਤ（令和̏ 年（2021年）４݄ １ࡏݱ）	 	 	 	 	 	

˞֤՝のਓは、所ଐ長ͱ֤ ՝長ิ・װに所ଐしていͳいओ、のਓの合計に 	をՃ͑た࣮Ͱ͋るɻװ෭ओ・ࠤ 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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߲ ฏ�� ฏ�1 ฏ�� ฏ�� ฏ��

શ ମ 計 画 ਓ ޱ ਓ 397,900 397,900 397,900 397,900 397,900

ߦ  区 域 内 ਓ ޱ ਓ 387,389 387,496 389,311 390,294 391,603

ॲ ཧ Մ  区 域 ਓ ޱ ਓ 387,317 387,426 389,250 390,242 391,556

水 ચ Խ ਓ ޱ ਓ 384,623 385,234 387,506 388,952 390,539

ਓ ޱ ී ٴ 
ʲॲཧՄ区域ਓߦ�ޱ区域内ਓޱʳ ˋ 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

水 ચ Խ 
ʲ水ચԽਓޱ�ॲཧՄ区域ਓޱʳ ˋ 99.3 99.4 99.6 99.7 99.7

શ ମ 計 画 ໘ 積 ha 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6

Ӎ水ഉ水整備ࡁ໘積 ha 2,881.0 2,909.2 2,916.8 2,920.6 2,922.0

Ӎ 水 ഉ 水 整 備 
ʲӍ水ഉ水整備ࡁ໘積�શମ計画໘積ʳ ˋ 80.4

（8.5）
81.2
（8.6）

81.4
（9.3）

81.5
（9.3）

81.6
（9.3）

૯ ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 59,190,163 59,471,713 59,339,339 61,738,156 59,550,418

Ԛ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 56,764,999 58,025,286 57,015,050 58,581,710 57,694,599

Ӎ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 2,425,164 1,446,427 2,324,289 3,156,446 1,855,819

天1࣌Ԛ水࠷大ॲཧ水ྔ ὗ 173,366 178,220 189,882 191,059 185,501

ॲཧ水ྔۉฏ࣌天ࡏݱ ὗ 140,282 145,382 140,152 141,529 143,502

有 ऩ 水 ྔ ὗ 45,278,835 44,689,262 45,325,431 44,611,695 44,516,299

有 ऩ  ˋ 79.8 77.0 79.5 76.2 77.2

下 水  Ԇ 長（ શ ମ ） ̼ 1,027,990 1,034,976 1,037,863 1,041,799 1,044,183

Ԛ 水  ̼ 362,399 364,415 365,280 366,317 366,792

Ӎ 水  ̼ 227,163 230,996 231,954 234,058 235,392

合 ྲྀ  ̼ 438,428 439,565 440,629 441,424 441,999

૯ ऩ 益 円 12,303,325,128 11,983,566,256 12,103,978,607 11,803,925,209 11,998,726,547

͏ ͪ  用 ྉ ऩ ೖ 円 4,021,639,366 3,920,367,498 3,950,958,102 3,822,159,167 3,804,321,006

͏ͪӍ水ॲཧ負担金 円 2,971,511,704 2,920,824,696 2,995,841,147 2,771,632,997 2,779,586,000

૯ 費 用 円 12,076,201,262 11,755,785,311 11,745,004,452 11,645,236,009 11,726,586,430

७ 利 益 円 227,123,866 227,780,945 358,974,155 158,689,200 272,140,117

Ԛ 水 ॲ ཧ 原 Ձ 円 86.2 82.3 80.9 80.1 77.5

 用 ྉ ୯ Ձ 円 88.8 87.7 87.2 85.7 85.5

ܦ 費 ճ ऩ  ˋ 103.0 106.6 107.8 106.9 110.3

৬ һ ࣮  ਓ 136 130 126 124 126

˞Ӎ水ഉ水設備の（　）内のは10年に1ճൃੜする大Ӎに対Ԡしているׂ合ɻ
˞きΐԆ長にͭいては、ฏ18年度の下水道ாσδλϧԽによΓ、ݟしたԆ長のにมߋɻ
˞ฏ20年度͔Βձ計ํࣜをมߋしたɻ


߲ ฏ�� ฏ�� ฏ�� ฏ�� ฏ��

શ ମ 計 画 ਓ ޱ ਓ 355,940 335,800 335,800 335,800 335,800

ߦ  区 域 内 ਓ ޱ ਓ 394,412 395,974 393,688 396,171 397,682

ॲ ཧ Մ  区 域 ਓ ޱ ਓ 394,369 395,935 393,652 396,135 397,651

水 ચ Խ ਓ ޱ ਓ 393,470 395,104 392,863 395,461 397,020

ਓ ޱ ී ٴ 
ʲॲཧՄ区域ਓߦ�ޱ区域内ਓޱʳ ˋ 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

水 ચ Խ 
ʲ水ચԽਓޱ�ॲཧՄ区域ਓޱʳ ˋ 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8

શ ମ 計 画 ໘ 積 ha 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6

Ӎ水ഉ水整備ࡁ໘積 ha 2,926.6 2,927.5 2,930.6 2,931.2 2,932.9

Ӎ 水 ഉ 水 整 備 
ʲӍ水ഉ水整備ࡁ໘積�શମ計画໘積ʳ ˋ 81.7

（9.3）
81.7
（9.3）

81.8
（9.6）

81.8
（9.6）

81.9
（9.7）

૯ ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 63,241,684 63,199,774 65,959,172 64,823,626 65,443,103

Ԛ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 61,846,184 62,107,374 64,566,272 63,773,826 63,728,903

Ӎ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 1,395,500 1,092,400 1,392,900 1,049,800 1,714,200

天1࣌Ԛ水࠷大ॲཧ水ྔ ὗ 188,290 183,449 206,787 189,479 182,976

ॲཧ水ྔۉฏ࣌天ࡏݱ ὗ 141,713 144,898 148,026 143,926 145,145

有 ऩ 水 ྔ ὗ 44,483,201 44,391,204 44,035,374 44,003,613 44,018,576

有 ऩ  ˋ 71.9 71.5 68.2 69.0 69.1

下 水  Ԇ 長（ શ ମ ） ̼ 1,046,943 1,049,812 1,051,235 1,052,906 1,054,651

Ԛ 水  ̼ 367,840 368,248 368,936 369,544 369,922

Ӎ 水  ̼ 236,698 237,872 238,400 239,041 239,458

合 ྲྀ  ̼ 442,405 443,692 443,899 444,321 445,271

૯ ऩ 益 円 10,795,737,739 13,187,333,350 12,195,616,398 12,023,108,442 12,980,649,699

͏ ͪ  用 ྉ ऩ ೖ 円 3,815,548,570 3,830,541,704 3,769,200,516 3,753,557,370 3,736,559,177

͏ͪӍ水ॲཧ負担金 円 2,551,880,822 2,532,795,445 2,541,294,550 2,516,097,558 2,514,457,016

૯ 費 用 円 10,584,123,261 12,474,903,257 11,298,522,088 11,266,649,891 12,190,888,444

७ 利 益 円 211,614,478 712,430,093 897,094,310 756,458,551 789,761,255

Ԛ 水 ॲ ཧ 原 Ձ 円 79.1 84.0 82.8 83.0 82.9

 用 ྉ ୯ Ձ 円 85.8 86.3 85.6 85.3 84.9

ܦ 費 ճ ऩ  ˋ 108.5 102.7 103.4 102.7 102.3

৬ һ ࣮  ਓ 126 125 126 129 128

˞Ӎ水ഉ水設備の（　）内のは10年に1ճൃੜする大Ӎに対Ԡしているׂ合ɻ
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߲ ฏ�� ฏ�1 ฏ�� ฏ�� ฏ��

શ ମ 計 画 ਓ ޱ ਓ 397,900 397,900 397,900 397,900 397,900

ߦ  区 域 内 ਓ ޱ ਓ 387,389 387,496 389,311 390,294 391,603

ॲ ཧ Մ  区 域 ਓ ޱ ਓ 387,317 387,426 389,250 390,242 391,556

水 ચ Խ ਓ ޱ ਓ 384,623 385,234 387,506 388,952 390,539

ਓ ޱ ී ٴ 
ʲॲཧՄ区域ਓߦ�ޱ区域内ਓޱʳ ˋ 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

水 ચ Խ 
ʲ水ચԽਓޱ�ॲཧՄ区域ਓޱʳ ˋ 99.3 99.4 99.6 99.7 99.7

શ ମ 計 画 ໘ 積 ha 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6

Ӎ水ഉ水整備ࡁ໘積 ha 2,881.0 2,909.2 2,916.8 2,920.6 2,922.0

Ӎ 水 ഉ 水 整 備 
ʲӍ水ഉ水整備ࡁ໘積�શମ計画໘積ʳ ˋ 80.4

（8.5）
81.2
（8.6）

81.4
（9.3）

81.5
（9.3）

81.6
（9.3）

૯ ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 59,190,163 59,471,713 59,339,339 61,738,156 59,550,418

Ԛ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 56,764,999 58,025,286 57,015,050 58,581,710 57,694,599

Ӎ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 2,425,164 1,446,427 2,324,289 3,156,446 1,855,819

天1࣌Ԛ水࠷大ॲཧ水ྔ ὗ 173,366 178,220 189,882 191,059 185,501

ॲཧ水ྔۉฏ࣌天ࡏݱ ὗ 140,282 145,382 140,152 141,529 143,502

有 ऩ 水 ྔ ὗ 45,278,835 44,689,262 45,325,431 44,611,695 44,516,299

有 ऩ  ˋ 79.8 77.0 79.5 76.2 77.2

下 水  Ԇ 長（ શ ମ ） ̼ 1,027,990 1,034,976 1,037,863 1,041,799 1,044,183

Ԛ 水  ̼ 362,399 364,415 365,280 366,317 366,792

Ӎ 水  ̼ 227,163 230,996 231,954 234,058 235,392

合 ྲྀ  ̼ 438,428 439,565 440,629 441,424 441,999

૯ ऩ 益 円 12,303,325,128 11,983,566,256 12,103,978,607 11,803,925,209 11,998,726,547

͏ ͪ  用 ྉ ऩ ೖ 円 4,021,639,366 3,920,367,498 3,950,958,102 3,822,159,167 3,804,321,006

͏ͪӍ水ॲཧ負担金 円 2,971,511,704 2,920,824,696 2,995,841,147 2,771,632,997 2,779,586,000

૯ 費 用 円 12,076,201,262 11,755,785,311 11,745,004,452 11,645,236,009 11,726,586,430

७ 利 益 円 227,123,866 227,780,945 358,974,155 158,689,200 272,140,117

Ԛ 水 ॲ ཧ 原 Ձ 円 86.2 82.3 80.9 80.1 77.5

 用 ྉ ୯ Ձ 円 88.8 87.7 87.2 85.7 85.5

ܦ 費 ճ ऩ  ˋ 103.0 106.6 107.8 106.9 110.3

৬ һ ࣮  ਓ 136 130 126 124 126

˞Ӎ水ഉ水設備の（　）内のは10年に1ճൃੜする大Ӎに対Ԡしているׂ合ɻ
˞きΐԆ長にͭいては、ฏ18年度の下水道ாσδλϧԽによΓ、ݟしたԆ長のにมߋɻ
˞ฏ20年度͔Βձ計ํࣜをมߋしたɻ


߲ ฏ�� ฏ�� ฏ�� ฏ�� ฏ��

શ ମ 計 画 ਓ ޱ ਓ 355,940 335,800 335,800 335,800 335,800

ߦ  区 域 内 ਓ ޱ ਓ 394,412 395,974 393,688 396,171 397,682

ॲ ཧ Մ  区 域 ਓ ޱ ਓ 394,369 395,935 393,652 396,135 397,651

水 ચ Խ ਓ ޱ ਓ 393,470 395,104 392,863 395,461 397,020

ਓ ޱ ී ٴ 
ʲॲཧՄ区域ਓߦ�ޱ区域内ਓޱʳ ˋ 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9

水 ચ Խ 
ʲ水ચԽਓޱ�ॲཧՄ区域ਓޱʳ ˋ 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8

શ ମ 計 画 ໘ 積 ha 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6 3,582.6

Ӎ水ഉ水整備ࡁ໘積 ha 2,926.6 2,927.5 2,930.6 2,931.2 2,932.9

Ӎ 水 ഉ 水 整 備 
ʲӍ水ഉ水整備ࡁ໘積�શମ計画໘積ʳ ˋ 81.7

（9.3）
81.7
（9.3）

81.8
（9.6）

81.8
（9.6）

81.9
（9.7）

૯ ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 63,241,684 63,199,774 65,959,172 64,823,626 65,443,103

Ԛ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 61,846,184 62,107,374 64,566,272 63,773,826 63,728,903

Ӎ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 1,395,500 1,092,400 1,392,900 1,049,800 1,714,200

天1࣌Ԛ水࠷大ॲཧ水ྔ ὗ 188,290 183,449 206,787 189,479 182,976

ॲཧ水ྔۉฏ࣌天ࡏݱ ὗ 141,713 144,898 148,026 143,926 145,145

有 ऩ 水 ྔ ὗ 44,483,201 44,391,204 44,035,374 44,003,613 44,018,576

有 ऩ  ˋ 71.9 71.5 68.2 69.0 69.1

下 水  Ԇ 長（ શ ମ ） ̼ 1,046,943 1,049,812 1,051,235 1,052,906 1,054,651

Ԛ 水  ̼ 367,840 368,248 368,936 369,544 369,922

Ӎ 水  ̼ 236,698 237,872 238,400 239,041 239,458

合 ྲྀ  ̼ 442,405 443,692 443,899 444,321 445,271

૯ ऩ 益 円 10,795,737,739 13,187,333,350 12,195,616,398 12,023,108,442 12,980,649,699

͏ ͪ  用 ྉ ऩ ೖ 円 3,815,548,570 3,830,541,704 3,769,200,516 3,753,557,370 3,736,559,177

͏ͪӍ水ॲཧ負担金 円 2,551,880,822 2,532,795,445 2,541,294,550 2,516,097,558 2,514,457,016

૯ 費 用 円 10,584,123,261 12,474,903,257 11,298,522,088 11,266,649,891 12,190,888,444

७ 利 益 円 211,614,478 712,430,093 897,094,310 756,458,551 789,761,255

Ԛ 水 ॲ ཧ 原 Ձ 円 79.1 84.0 82.8 83.0 82.9

 用 ྉ ୯ Ձ 円 85.8 86.3 85.6 85.3 84.9

ܦ 費 ճ ऩ  ˋ 108.5 102.7 103.4 102.7 102.3

৬ һ ࣮  ਓ 126 125 126 129 128

˞Ӎ水ഉ水設備の（　）内のは10年に1ճൃੜする大Ӎに対Ԡしているׂ合ɻ
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˞Ӎ水ഉ水設備の（　）内のは10年に1ճൃੜする大Ӎに対Ԡしているׂ合ɻ
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શ ମ 計 画 ਓ ޱ ਓ 335,800 335,800 335,800

ߦ  区 域 内 ਓ ޱ ਓ 398,479 400,737 400,955

ॲ ཧ Մ  区 域 ਓ ޱ ਓ 398,452 400,710 400,931

水 	 ચ 	 Խ 	 ਓ 	 ޱ ਓ 397,813 400,114 400,340

ਓ ޱ ී ٴ 
ʲॲཧՄ区域ਓߦ�ޱ区域内ਓޱʳ ˋ 99.9 99.9 99.9

水 ચ Խ 
ʲ水ચԽਓޱ�ॲཧՄ区域ਓޱʳ ˋ 99.8 99.9 99.9

શ ମ 計 画 ໘ 積 ha 3,582.6 3,582.6 3,582.6

Ӎ水ഉ水整備ࡁ໘積 ha 2,934.2 2,935.8 2,937.4

Ӎ 水 ഉ 水 整 備 
ʲӍ水ഉ水整備ࡁ໘積�શମ計画໘積ʳ ˋ 81.9

（9.7）
81.9

（10.2）
82.0

（10.3）

૯ ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 66,426,178 66,426,400 69,400,130

Ԛ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 64,607,578 64,666,300 66,314,030

Ӎ 水 ॲ ཧ 水 ྔ ὗ 1,818,600 1,760,100 3,086,100

天1࣌Ԛ水࠷大ॲཧ水ྔ ὗ 197,134 187,126 189,589

ॲཧ水ྔۉฏ࣌天ࡏݱ ὗ 144,924 147,851 148,291

有 ऩ 水 ྔ ὗ 43,898,739 43,912,670 44,688,775

有 ऩ  ˋ 67.9 67.9 67.4

下 水  Ԇ 長（ શ ମ ） ̼ 1,056,763 1,060,576 1,065,422

Ԛ 水  ̼ 370,476 371,372 373,278

Ӎ 水  ̼ 240,283 240,959 243,029

合 ྲྀ  ̼ 446,004 448,245 449,115

૯ ऩ 益 円 12,961,745,372 13,212,084,861 14,967,474,777

͏ ͪ  用 ྉ ऩ ೖ 円 3,705,128,689 3,694,121,356 3,680,080,957

͏ͪӍ水ॲཧ負担金 円 2,568,551,000 2,671,631,232 2,743,929,638

૯ 費 用 円 12,227,180,065 12,470,889,305 14,387,941,234

७ 利 益 円 734,565,307 741,195,556 579,533,543

Ԛ 水 ॲ ཧ 原 Ձ 円 83.3 84.5 84.8

 用 ྉ ୯ Ձ 円 84.4 84.1 82.4

ܦ 費 ճ ऩ  ˋ 101.3 99.6 97.1

৬ һ ࣮  ਓ 125 129 128

̐ 下水ಓීٴ状況ͷਪҠ

昭
和

平
成

令
和

（
注
1）
５
年
に
一
度
の
大
雨
が
排
除
で
き
る
施
設
の
整
備
率
で
す
。

（
注
2）
平
成
18
年
度
末
か
ら
の
管
き
ょ
延
長
は
、平
成
18
 年
度
か
ら
管
理
デ
ー
タ
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
こ
と
に
と
も
な
い
見
直
し
て
い
ま
す
。

処
理
人
口
普
及
率（
％
）

雨
水
排
水
整
備
率（
％
）（
注
1）

下
水
道
管
き
ょ
延
長（
㎞
）（
注
2）

（
年
度
）

（
％
）



第
１
章

創
設
期

第
１
章

創
設
期

第
２
章

発
展
期

第
２
章

発
展
期

第
３
章

成
熟
期

第
３
章

成
熟
期

第
４
章

現

在

第
４
章

現

在

資
料
編

資
料
編

資 料 編 資 料 編

ýý ý7

˞Ӎ水ഉ水設備の（　）内のは10年に1ճൃੜする大Ӎに対Ԡしているׂ合ɻ
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̑ 状況ࡒ
（୯Ґ：円） （୯Ґ：円）

　 ೖ૯ֹࡀ ग़૯ֹࡀ ࠩ　Ҿ ݯࡒӽ͖܁ ࣮࣭ऩࢧ

昭和40年度 1,061,635,287 1,034,291,092 27,344,195 10,978,000 16,366,195

昭和41年度 1,595,064,714 1,569,078,581 25,986,133 14,776,000 11,210,133

昭和42年度 1,808,181,974 1,721,574,195 86,607,779 8,660,000 77,947,779

昭和43年度 1,817,790,862 1,653,062,582 164,728,280 34,035,000 130,693,280

昭和44年度 2,699,825,917 2,651,893,286 47,932,631 37,521,000 10,411,631

昭和45年度 4,452,537,494 4,442,518,704 10,018,790 8,987,000 1,031,790

昭和46年度 6,239,879,320 5,506,048,174 733,831,146 739,143,000 ô5,311,854

昭和47年度 8,820,705,825 7,285,966,878 1,534,738,947 859,748,000 674,990,947

昭和48年度 8,328,430,432 7,561,302,303 767,128,129 21,775,000 745,353,129

昭和49年度 7,713,585,614 8,253,916,694 ô540,331,080 39,703,000 ô580,034,080

昭和50年度 8,592,671,441 9,332,031,697 ô739,360,256 0 ô739,360,256

昭和51年度 8,900,624,542 9,384,309,244 ô483,684,702 0 ô483,684,702

昭和52年度 9,289,942,201 9,557,882,004 ô267,939,803 20,036,000 ô287,975,803

昭和53年度 10,993,459,846 10,976,450,182 17,009,664 0 17,009,664

昭和54年度 14,857,051,489 14,550,216,380 306,835,109 41,690,000 265,145,109

昭和55年度 16,153,734,964 15,668,328,825 485,406,139 4,250,000 481,156,139

昭和56年度 16,715,853,209 16,563,868,326 151,984,883 2,000,000 149,984,883

昭和57年度 14,322,051,037 14,071,896,112 250,154,925 0 250,154,925

昭和58年度 14,075,114,915 13,406,845,166 668,269,749 1,900,000 666,369,749

昭和59年度 14,794,813,355 14,085,389,374 709,423,981 1,500,000 707,923,981

昭和60年度 15,587,806,965 14,959,286,655 628,520,310 0 628,520,310

昭和61年度 15,520,663,489 14,945,008,624 575,654,865 0 575,654,865

昭和62年度 16,947,028,525 16,319,477,939 627,550,586 3,200,000 624,350,586

　 ೖ૯ֹࡀ ग़૯ֹࡀ ࠩ　Ҿ ݯࡒӽ͖܁ ࣮࣭ऩࢧ

昭和63年度 15,245,559,360 14,962,450,004 283,109,356 5,148,000 277,961,356

ฏݩ年度 15,413,340,691 15,062,769,297 350,571,394 5,491,000 345,080,394

ฏ２年度 16,050,764,331 15,735,862,186 314,902,145 4,833,000 310,069,145

ฏ̏年度 15,675,837,825 15,205,840,887 469,996,938 0 469,996,938

ฏ４年度 16,778,777,142 16,230,574,508 548,202,634 0 548,202,634

ฏ̑年度 16,770,646,823 16,270,968,053 499,678,770 41,400,000 458,278,770

ฏ６年度 16,272,812,256 16,045,821,032 226,991,224 50,755,000 176,236,224

ฏ̓年度 17,349,096,413 16,682,264,281 666,832,132 353,230,000 313,602,132

ฏ８年度 16,491,312,862 15,894,536,741 596,776,121 199,368,000 397,408,121

ฏ̕年度 16,705,305,349 16,385,874,681 319,430,668 23,687,000 295,743,668

ฏ10年度 14,513,465,963 14,285,276,663 228,189,300 75,516,000 152,673,300

平成11年度 15,146,285,214 15,156,441,921 -10,156,707 101,119,000 -111,275,707

平成12年度 15,009,638,150 15,249,333,506 -239,695,356 90,624,000 -330,319,356

平成13年度 15,504,055,507 15,972,586,523 -468,531,016 90,315,000 -558,846,016

平成14年度 14,512,219,146 15,328,303,940 -816,084,794 52,271,000 -868,355,794

平成15年度 13,301,254,602 14,307,575,214 -1,006,320,612 14,351,000 -1,020,671,612

平成16年度 15,634,659,228 16,162,963,295 -528,304,067 10,780,000 -539,084,067

平成17年度 15,689,408,472 15,515,534,790 173,873,682 53,073,000 120,800,682

平成18年度 14,469,153,242 14,073,452,990 395,700,252 44,523,000 351,177,252

平成19年度※ 15,660,812,539
（18,629,238,738）

13,588,262,116
（18,124,530,732）

2,072,550,423
（504,708,006） 47,892,000 2,024,658,423

（456,816,006）

˞̏ 3݄1ଧͪΓܾ っ͔͜）ࢉ ॻきはग़ೲด͕͋ؒظった合のܾࢉ （ֹैདྷのֹܾࢉ））
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平成15年度 13,301,254,602 14,307,575,214 -1,006,320,612 14,351,000 -1,020,671,612

平成16年度 15,634,659,228 16,162,963,295 -528,304,067 10,780,000 -539,084,067
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平成18年度 14,469,153,242 14,073,452,990 395,700,252 44,523,000 351,177,252

平成19年度※ 15,660,812,539
（18,629,238,738）

13,588,262,116
（18,124,530,732）

2,072,550,423
（504,708,006） 47,892,000 2,024,658,423

（456,816,006）

˞̏ 3݄1ଧͪΓܾ っ͔͜）ࢉ ॻきはग़ೲด͕͋ؒظった合のܾࢉ （ֹैདྷのֹܾࢉ））
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7÷ 7ø

（୯Ґ：円）

　 ૯ऩӹ ૯අ༻ ७ଛӹ લ܁ӽར
ӹ༨ۚ

ͦのଞະॲར
ӹ༨ۚมಈֹ

ະॲ
རӹ༨ۚ ༨ֹۚࢿ

ฏ20年度 12,303,325,128 12,076,201,262 227,123,866 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 	 	227,123,866 	 	815,648,676

ฏ21年度 11,983,566,256 11,755,785,311 227,780,945 	 	215,123,866 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 	 	442,904,811 	 	840,355,317

ฏ22年度 12,103,978,607 11,745,004,452 358,974,155 	 	430,904,811 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 	 	789,878,966 1,289,695,411

ฏ23年度 11,803,925,209 11,645,236,009 158,689,200 	 	769,878,966 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 	 	928,568,166 1,498,287,027

ฏ24年度 11,998,726,547 11,726,586,430 272,140,117 	 	918,568,166 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 1,190,708,283 1,953,467,046

ฏ25年度 10,795,737,739 10,584,123,261 211,614,478 1,193,892,877 	 		 	 	 		 	 	 		 	 r 1,405,507,355 2,163,795,530

ฏ26年度 13,187,333,350 12,474,903,257 712,430,093 1,412,264,546 4,263,811,055 6,388,505,694 2,506,739,541

ฏ27年度 12,195,616,398 11,298,522,088 897,094,310 2,124,694,639 	 		 	 	 		 	 	 		 	 0 3,021,788,949 2,686,449,168

ฏ28年度 12,023,108,442 11,266,649,891 756,458,551 2,684,588,265 	 		 	 	 		 	 	 		 	 0 3,441,046,816 3,089,655,412

ฏ29年度 12,980,649,699 12,190,888,444 789,761,255 3,088,740,225 	 		 	 	 		 	 	 		 	 0 3,878,501,480 2,967,746,879

ฏ30年度 12,961,745,372 12,227,180,065 734,565,307 2,967,746,879 	 		 	 	 		 	 	 		 	 0 3,702,312,186 3,300,656,479

令和ݩ年度 13,212,084,861 12,470,889,305 741,195,556 3,300,656,479 	 		 	 	 		 	 	 		 	 0 4,041,852,035 3,825,051,302

令和２年度 14,967,474,777 14,387,941,234 579,533,543 3,825,051,302 	 		 	 	 		 	 	 		 	 0 4,404,584,845 4,404,584,845

˞ฏ20年度Ҏ߱は੫ൈき

̒ 下水ಓ༻ྉͱ受益者負担金

（１）下水ಓ༻ྉͷมભ
ত和��年（����年）݄̐ߦࢪͷ下水ಓ༻ྉ
ᶃ 処理区域ʹ͓͚Δ༻ྉ

ᶄ 処理区域֎ʹ͓͚Δ༻ྉ

Ξ　水道Ԛ水、井ށԚ水ͦのଞのԚ水

छ　　ผ ྉ༺

ཋӦ業Ԛ水 1ὗに きͭ 5円

ͦのଞのԚ水 1ὗに きͭ 10円

Π　水ચศ所によるԚ水

छ　　ผ ྉ༺

大ศث 用1ݸ1 に݄ きͭ 30円

小ศث 用1ݸ1 に݄ きͭ 15円

大小྆用ศث 用1ݸ1 に݄ きͭ 45円

छ　　ผ ྉ༺

ཋӦ業Ԛ水 1ὗに きͭ 2円

ͦのଞのԚ水 1ὗに きͭ 5円

ত和��年（����年）݄̒վఆҎ߱ͷ下水ಓ༻ྉ （୯Ґ：円�１͔ ݄）

վఆ݄
༻్ผ

ত�1
�݄

ত��
1�݄

ฏ�
�݄

ฏ�
�݄

ฏ�
� �݄

ฏ1�
� �݄

ฏ1�
� �݄

ฏ��
11 �݄

一ൠ用

基ຊ用ྉ 〜10ὗ 150 250 250 350 340 380 522 422

ա用ྉ
（用ྉྔै）
１ὗに きͭ

1〜10ὗ 設ఆແし 設ఆແし 設ఆແし 設ఆແし 設ఆແし 設ఆແし 設ఆແし 10
11〜20ὗ 25 40 45 51 49 56 77 77
21〜50ὗ 25 45 55 63 61 70 97 97
51〜100ὗ 30 55 65 75 73 84 116 116
101〜500ὗ 35 65 80 93 90 104 143 143
501〜1000ὗ 45 80 100 117 114 133 183 183
1001ὗҎ上 55 95 120 143 140 163 225 225

公ऺཋԚ水 1ὗに きͭ 8 13 13 15 14 14 19 19
Ԛ水࣌ྟ 1ὗに きͭ 設ఆແし 95 120 143 140 163 225 225

水࣭用ྉ

#0%
（1Ὑにͭき5
ؒに300NH
Ҏ上のԚ水）

1ὗに きͭ 4 10 13 16 16 18 25 25
100NHを૿す͝
ͱに１ὗにͭき
Ճࢉ Ε͞る金ֹ

4 10 13 16 16 18 25 25

SS
（1Ὑにͭき5
ؒに300NH
Ҏ上のԚ水）

1ὗに きͭ 6 15 19 23 23 26 36 36
100NHを૿す͝
ͱに１ὗにͭき
Ճࢉ Ε͞る金ֹ

6 15 19 23 23 26 36 36

ˎ上هのදよΓࢉఆした金ֹに100の105、（ฏ26年4݄͔Βは100の108、令和ݩ年10݄͔Βは100の110）を͡ てಘたֹͱするɻ
　（ͦのֹに1円ະຬの͕͋るͱきは、͜ ΕをΓࣺ てるɻ）
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　 ૯ऩӹ ૯අ༻ ७ଛӹ લ܁ӽར
ӹ༨ۚ

ͦのଞະॲར
ӹ༨ۚมಈֹ

ະॲ
རӹ༨ۚ ༨ֹۚࢿ
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（２）受益者負担金賦課状況
۠ ෛ୲໊۠ ෛ୲۠ެࠂ ෛ୲۠໘ੵ ྩ�ො՝໘ੵ ୯Ґෛ୲ֹۚ

原

田

ha ha 円／㎡
豊 中 ・ 豊 中 第 ２ S39・S56 	 	169.30 	 	169.29

一律
122.00

新 免 S39 	 		 87.50 	 		 87.50
原 田 ・ 原 田 第 ２ S39・S55 	 		 97.60 	 		 97.60
旭 丘 S41 	 		 20.80 	 		 20.80
桜 塚 第 １ 〜 第 ４ S41・S44 	 	163.90 	 	163.90
熊野田北第１・第２ S44・S46 	 	102.00 	 	102.00
利 倉 S44 	 		 63.60 	 		 63.09
千 里 園 S45 	 		 99.60 	 		 99.60
麻 田 S45 	 	105.40 	 	105.40
長 興 寺 北 S45 	 		 56.80 	 		 56.80
蛍 池 S45 	 		 61.50 	 		 61.50
桜井谷第１〜第８ S48〜S57 	 	462.54 	 	461.93
勝 部 第 １ ・ 第 ２ S52・S56 	 		 63.00 	 		 62.37
長 興 寺 南 S52 	 		 73.18 	 		 73.18
熊 野 田 南 S55 	 		 90.00 	 		 78.85
東 豊 中 S57 	 	122.16 	 	122.12
天 竺 川 S58 	 		 76.60 	 		 74.32
緑 地 第 １ S62 	 		 59.30 	 		 59.30
小 計 1,974.78 1,959.55

庄
内
・
そ
の
他

庄 内 S47 	 	359.10 	 	358.85

一律
122.00

小 曽 根 S47 	 	241.20 	 	239.77
寺 内 第 １ ・ 第 ２ S53・S56 	 		 51.80 	 		 51.80
穂 積 S55 	 	184.02 	 	183.93
西 利 倉 S57 	 		 26.00 	 		 26.00
上 津 島 ・ 第 ２ S58・S59 	 	161.90 	 	161.82
天 竺 川 第 ２ S61 	 		 12.00 	 		 12.00
緑 地 第 ２ S62 	 		 66.70 	 		 66.70
小 計 1,102.72 1,100.87

合　　計 3,077.50 3,060.42

受益者負担金制度概要

　都市計画事業によって著しく利益を受ける者に対し、利益を受ける限度において、事業に

要する費用の一部を都市計画法第75条に基づき、負担していただくもの

昭和39年〜53年度　　：豊中市都市計画下水道受益者負担金に関する省令（昭和39年建設

省令第22号）

昭和54年〜令和２年度：北部大阪都市計画下水道受益者負担金に関する条例（昭和54年豊

中市条例第６号）

受　益　者

公共下水道整備区域内の土地の所有者又は権利者

７ 下水処理区配置図（令和２年度（2020年度）現在）

服部天神

阪
神
高
速
池
田
線

柴原阪大前

穂積ポンプ場

桜井谷排水区

東豊中排水区
天竺川排水区

千里園排水区
蛍池排水区

新免排水区

麻田排水区

勝部排水区 豊中排水区

桜塚排水区

原田排水区
空港排水区

利倉排水区

熊野田北排水区

熊野田南排水区
旭丘排水区

長興寺北排水区

緑地第１排水区

緑地第2排水区
長興寺南排水区
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寺内排水区
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上下
水道局

（１）排水区域図
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昭和54年〜令和２年度：北部大阪都市計画下水道受益者負担金に関する条例（昭和54年豊

中市条例第６号）

受　益　者

公共下水道整備区域内の土地の所有者又は権利者

７ 下水処理区配置図（令和２年度（2020年度）現在）

服部天神
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柴原阪大前

穂積ポンプ場

桜井谷排水区

東豊中排水区
天竺川排水区

千里園排水区
蛍池排水区

新免排水区

麻田排水区

勝部排水区 豊中排水区

桜塚排水区

原田排水区
空港排水区

利倉排水区

熊野田北排水区

熊野田南排水区
旭丘排水区

長興寺北排水区

緑地第１排水区

緑地第2排水区
長興寺南排水区

小曽根排水区
上津島排水区 穂積排水区

寺内排水区

庄内排水区

原田処理区

庄内処理区

上下
水道局

（１）排水区域図
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̔ ๛தࢢ下水ಓྫ

下水ಓྫ（ত和چ（１） ��年（����年）݄̐１ഇࢭ）
　豊中市下水道条例を͜͜に公するɻ

　昭和ೋे年݄࢛一　豊中市長　౻井　ኍଠ

　豊中市条例第ೋീ号

　　　　豊中市下水道条例

　　　　　第一ষ　૯　ଇ

　第一条　豊中市（Ҏ下ʮ市ʯͱい͏ɻ）下水道のཧٴͼ用に関しては、法令ͦのଞผ

にఆ͕͋るものの΄͔、͜の条例のఆΊるͱ͜Ζによるɻ

　第ೋ条　͜の条例において下水道ͱは、下水道法（໌ࡾेࡾ࣏年法律第ेࡾೋ号ɻҎ下

ʮ法ʯͱい͏ɻ）第一条のنఆによるࢪ設を、ࢲ設下水道ͱは、法第ࡾ条のنఆによるࢪ設

Ͱ公道Ҏ֎に͋る部をい͏ɻ

　第ࡾ条　͜の条例においてࢲ設下水道ٛ者（Ҏ下ʮٛ者ʯͱい͏ɻ）ͱは、下水道法

用者第一条に֘する者をいい、下水道（年内省令第ೋे一号࢛ेࡾ࣏໌）ଇنߦࢪ

（Ҏ下ʮ用者ʯͱい͏ɻ）ͱは、ࢲ設下水道、ଆ͜͏ͦのଞのഉ水ࢪ設によΓԚ水、Ӎ水

を下水道に์ྲྀする者をい͏ɻ

　第࢛条　市内にॅډしͳいٛ者は、͜の条例によΓͦのٛにଐするものͱ͞Εた一

の事߲をॲཧͤ͞るたΊ、ͦのཧਓをબఆし、市長にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻͦのཧ

ਓをมߋしたͱきも、·たಉ༷ͱするɻ

　第ޒ条　ٛ者、用者ٴͼཧਓは、下水道の用にͭいてͦのՈ、用ਓ、ಉډ者

ͦのଞ͜ΕΒにྨする者のߦҝにͭいても、͜の条例にఆΊるを負ΘͳけΕͳΒͳいɻ

　　　　第ೋষ　下水道のཧ

　第条　下水道の新ங、૿ங、վங、मસ、আ又はしΎΜͤͭをするͱきएしくは天ࡂ

地มͦのଞෆՄྗ߅によΓΉをಘͳい合においては、市長は、下水道の一部のྲྀ௨をఀ

し、又は੍限する͜ͱ͕Ͱきるɻࢭ

　２　લ߲の合においては、市長は、͋Β͔͡Ίͦの区域ٴͼ࣌をࣔࠂしͳけΕͳΒ

ͳいɻୠし、ٸۓの合は、͜の限ΓͰͳいɻ

　̏　第一߲のఀ੍ࢭ限ॲஔによるଛにͭいては、市はഛঈのを負Θͳいɻ

　第ࣣ条　ࢲ設下水道͔Β์ྲྀするԚ水Ͱ、࣍の֤号の一に֘するͱきは、市長は、ٛ

者又は用者に対し、ͦの์ྲྀをఀࢭしएしくは੍限し又はඞ要ͳಛผのࢪ設をΒͤる͜

ͱ͕Ͱきるɻಛにଟྔの์ྲྀをする合も、·たಉ༷Ͱ͋るɻ
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高
速
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線

（２）߹ྲྀ区域図
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̔ ๛தࢢ下水ಓྫ

下水ಓྫ（ত和چ（１） ��年（����年）݄̐１ഇࢭ）
　豊中市下水道条例を͜͜に公するɻ

　昭和ೋे年݄࢛一　豊中市長　౻井　ኍଠ

　豊中市条例第ೋീ号

　　　　豊中市下水道条例

　　　　　第一ষ　૯　ଇ

　第一条　豊中市（Ҏ下ʮ市ʯͱい͏ɻ）下水道のཧٴͼ用に関しては、法令ͦのଞผ

にఆ͕͋るものの΄͔、͜の条例のఆΊるͱ͜Ζによるɻ

　第ೋ条　͜の条例において下水道ͱは、下水道法（໌ࡾेࡾ࣏年法律第ेࡾೋ号ɻҎ下

ʮ法ʯͱい͏ɻ）第一条のنఆによるࢪ設を、ࢲ設下水道ͱは、法第ࡾ条のنఆによるࢪ設

Ͱ公道Ҏ֎に͋る部をい͏ɻ

　第ࡾ条　͜の条例においてࢲ設下水道ٛ者（Ҏ下ʮٛ者ʯͱい͏ɻ）ͱは、下水道法

用者第一条に֘する者をいい、下水道（年内省令第ೋे一号࢛ेࡾ࣏໌）ଇنߦࢪ

（Ҏ下ʮ用者ʯͱい͏ɻ）ͱは、ࢲ設下水道、ଆ͜͏ͦのଞのഉ水ࢪ設によΓԚ水、Ӎ水

を下水道に์ྲྀする者をい͏ɻ

　第࢛条　市内にॅډしͳいٛ者は、͜の条例によΓͦのٛにଐするものͱ͞Εた一

の事߲をॲཧͤ͞るたΊ、ͦのཧਓをબఆし、市長にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻͦのཧ

ਓをมߋしたͱきも、·たಉ༷ͱするɻ

　第ޒ条　ٛ者、用者ٴͼཧਓは、下水道の用にͭいてͦのՈ、用ਓ、ಉډ者

ͦのଞ͜ΕΒにྨする者のߦҝにͭいても、͜の条例にఆΊるを負ΘͳけΕͳΒͳいɻ

　　　　第ೋষ　下水道のཧ

　第条　下水道の新ங、૿ங、վங、मસ、আ又はしΎΜͤͭをするͱきएしくは天ࡂ

地มͦのଞෆՄྗ߅によΓΉをಘͳい合においては、市長は、下水道の一部のྲྀ௨をఀ

し、又は੍限する͜ͱ͕Ͱきるɻࢭ

　２　લ߲の合においては、市長は、͋Β͔͡Ίͦの区域ٴͼ࣌をࣔࠂしͳけΕͳΒ

ͳいɻୠし、ٸۓの合は、͜の限ΓͰͳいɻ

　̏　第一߲のఀ੍ࢭ限ॲஔによるଛにͭいては、市はഛঈのを負Θͳいɻ

　第ࣣ条　ࢲ設下水道͔Β์ྲྀするԚ水Ͱ、࣍の֤号の一に֘するͱきは、市長は、ٛ

者又は用者に対し、ͦの์ྲྀをఀࢭしएしくは੍限し又はඞ要ͳಛผのࢪ設をΒͤる͜

ͱ͕Ͱきるɻಛにଟྔの์ྲྀをする合も、·たಉ༷Ͱ͋るɻ
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（２）߹ྲྀ区域図
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　一　下水道をଛইし、又はଛইするおͦΕの͋るͱきɻ

　ೋ　下水道のྲྀ௨を્したͱきɻ

すͱೝΊΒΕるͱきɻ΅ٴをةਓମに　ࡾ　

にするおͦΕ͕͋るͱೝΊΒΕるͱきɻࠔ業を著しく࡞Ԛ水ॲཧ　࢛　

　第ീ条　法第ࡾ条のنఆによるࢪ設Ͱ公道にଐする部のࢪ設費ٴͼཧ費Ͱ͋っても、

ٛ者のಛผのඞ要によってࢪ設した合は、֘ٛ者にͦのશ部又は一部を負担ͤ͞るɻ

　第条　下水道を用し、͜Εをଛইしたものは、市長のೝఆによΓ、ͦのଛをഛঈし

ͳけΕͳΒͳいɻ

　　　　第ࡾষ　ࢲ設下水道のࢪ設ٴͼཧ

　第े条　ࢲ設下水道をࢪ設しͳけΕͳΒͳい区域は、市長͕ࣔࠂするɻ

　第े一条　લ条のࣔࠂによってࢲ設下水道をࢪ設するٛのੜ͡たٛ者は、すΈ͔に

ผにఆΊる設計ඪ४に४ڌした設計ॻ、ਤ໘ͦのଞඞ要ͳॻྨをఏग़して、市長のঝೝを受

けたの݄ͪࡾҎ内にͦの事をྃしͳけΕͳΒͳいɻୠし、市長͕ಛผの事༝͕͋るͱ

ೝΊたͱきは、૬ؒ͜ظΕをԆظする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　２　લ߲の事͕しΎΜしたͱきは、市長のࠪݕを受けͳけΕͳΒͳいɻ

　̏　લೋ߲のنఆは、ࢲ設下水道の૿ஙएしくはมߋの合に४用するɻ

　第ेೋ条　法第ീ条のنఆによって市長においてࢪした事͕しΎΜしたͱきは、͜

Εをٛ者に௨するɻ௨ޙにおいては、ͦのࢪ設はٛ者においてཧしͳけΕͳΒ

ͳいɻ

　２　લ߲の事に要した費用は、ͦのશ部又は一部をٛ者͔Βऩする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　第ेࡾ条　ैདྷのഉ水設備の͏ͪ市長においてࠪݕの݁ՌదͱೝΊたものは、͜Εを͜

の条例によってࢪ設したࢲ設下水道ͱΈͳすɻ

　第े࢛条　ࢲ設下水道の新ங、૿ங、มߋ、मસٴͼపڈの事は、市長の公ೝした事

負業者にͤ͞ࢪͳけΕͳΒͳいɻୠし、ٛ者のٻによって、市長において設計ٴ

ͼࢪする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　２　લ߲ୠॻの合においては、市長のఆΊる事費ٴͼखྉをするɻ

　第ेޒ条　ΈだΓにࢲ設下水道を新ங、૿ங又はมߋした者に対しては、ظ限をࢦఆして

͜Εをపڈ又はվमͤ͞るɻएしͦのظ限内に͜Εをཤߦしͳいͱきは、市長において͜Ε

をపڈ又はվमして、ͦの費用をٛ者にหঈͤ͞るɻ

　第े条　ٛ者は、ࢲ設下水道͕ഁଛ又はٺしたͱきはͪに市長にಧけग़て、ͦの

ঝೝを受けてमཧ事をしͳけΕͳΒͳいɻ

ͼしΎΜͤͭをしͳけΕͳΒͳいɻٴ設下水道のআࢲ用者は、ຖ݄一ճҎ上　２　

　̏　લೋ߲のٛをଵΓ、市長において下水道のૃ௨にࢧো͕͋るͱೝΊたͱきは、市長

において͜Εをߦࢪし、ͦの費用はٛ者又は用者に負担ͤ͞るɻ

　第ेࣣ条　市長は、ࢲ設下水道のࢪ設ٴͼཧにͭいてࢹし、ඞ要ͳࣔࢦをする͜ͱ͕

Ͱきるɻ

　２　市長は、ࢲ設下水道のࢪ設又はਗ਼ঢ়ଶ͕ѱいͱೝΊるͱきは、ඞ要ͳվ又はਗ਼

を໋ͣる͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　　第࢛ষ　ҧॲ

　第ेീ条　࣍の֤号の一に֘する者͕͋るͱきは、市長はೋ千円Ҏ下のաྉをՊし、ଛ

の͋るͱきは͜Εをഛঈͤ͞る͜ͱ͕Ͱきる

　　一　ΈだΓにࢲ設下水道の事をしたͱきɻ

　　ೋ　第ࣣ条のنఆによる໋令にҧし、ͦのଞ下水道のཧにࢧো͕͋るͱೝΊるߦҝ

͕͋ったͱきɻ

したͱきɻΈ又はڋをߦ市৬һの৬のࣥ　ࡾ　　

にैΘͳいͱきɻࣔࢦ、ఆنલ֤号の֎、͜の条例にҧし又は͜の条例に基く　࢛　　

　　　　第ޒষ　ࡶଇ

　第े条　͜の条例のߦࢪにͭいてඞ要ͳ事߲は、市長͕ఆΊるɻ

　　　ෟଇ

　　͜の条例ߦࢪのظは、市長͕ఆΊるɻ

（２）現在ͷ下水ಓྫ
　豊中市下水道条例

　公：昭和39年４݄１

　豊中市条例第17号

　　　　第１ষ　૯ଇ

　（͜の条例のझࢫ）

第１条　下水道の設ஔ、ཧٴͼ用ฒͼに公共下水道のࢪ設のߏの基४にͭいては、下

水道法（昭和33年法律第79号ɻҎ下ʮ法ʯͱい͏ɻ）ͦのଞの法令ͰఆΊるものの΄͔、

͜の条例のఆΊるͱ͜Ζによるɻ

　（下水道の設ஔ）

第２条　豊中市に下水道を設ஔするɻ

　（用ޠのఆٛ）

第̏条　͜の条例においてʮ下水ʯ、ʮԚ水ʯ、ʮഉ水ࢪ設ʯ、ʮॲཧࢪ設ʯ、ʮ公共下水道ʯ、

ʮྲྀ域下水道ʯ、ʮऴॲཧʯ、ʮഉ水設備ʯ、ʮಛఆࢪ設ʯ、ʮআࢪ設ʯٴͼʮಛఆ事
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　一　下水道をଛইし、又はଛইするおͦΕの͋るͱきɻ

　ೋ　下水道のྲྀ௨を્したͱきɻ

すͱೝΊΒΕるͱきɻ΅ٴをةਓମに　ࡾ　

にするおͦΕ͕͋るͱೝΊΒΕるͱきɻࠔ業を著しく࡞Ԛ水ॲཧ　࢛　

　第ീ条　法第ࡾ条のنఆによるࢪ設Ͱ公道にଐする部のࢪ設費ٴͼཧ費Ͱ͋っても、

ٛ者のಛผのඞ要によってࢪ設した合は、֘ٛ者にͦのશ部又は一部を負担ͤ͞るɻ

　第条　下水道を用し、͜Εをଛইしたものは、市長のೝఆによΓ、ͦのଛをഛঈし

ͳけΕͳΒͳいɻ

　　　　第ࡾষ　ࢲ設下水道のࢪ設ٴͼཧ

　第े条　ࢲ設下水道をࢪ設しͳけΕͳΒͳい区域は、市長͕ࣔࠂするɻ

　第े一条　લ条のࣔࠂによってࢲ設下水道をࢪ設するٛのੜ͡たٛ者は、すΈ͔に

ผにఆΊる設計ඪ४に४ڌした設計ॻ、ਤ໘ͦのଞඞ要ͳॻྨをఏग़して、市長のঝೝを受

けたの݄ͪࡾҎ内にͦの事をྃしͳけΕͳΒͳいɻୠし、市長͕ಛผの事༝͕͋るͱ

ೝΊたͱきは、૬ؒ͜ظΕをԆظする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　２　લ߲の事͕しΎΜしたͱきは、市長のࠪݕを受けͳけΕͳΒͳいɻ

　̏　લೋ߲のنఆは、ࢲ設下水道の૿ஙएしくはมߋの合に४用するɻ

　第ेೋ条　法第ീ条のنఆによって市長においてࢪした事͕しΎΜしたͱきは、͜

Εをٛ者に௨するɻ௨ޙにおいては、ͦのࢪ設はٛ者においてཧしͳけΕͳΒ

ͳいɻ

　２　લ߲の事に要した費用は、ͦのશ部又は一部をٛ者͔Βऩする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　第ेࡾ条　ैདྷのഉ水設備の͏ͪ市長においてࠪݕの݁ՌదͱೝΊたものは、͜Εを͜

の条例によってࢪ設したࢲ設下水道ͱΈͳすɻ

　第े࢛条　ࢲ設下水道の新ங、૿ங、มߋ、मસٴͼపڈの事は、市長の公ೝした事

負業者にͤ͞ࢪͳけΕͳΒͳいɻୠし、ٛ者のٻによって、市長において設計ٴ

ͼࢪする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　２　લ߲ୠॻの合においては、市長のఆΊる事費ٴͼखྉをするɻ

　第ेޒ条　ΈだΓにࢲ設下水道を新ங、૿ங又はมߋした者に対しては、ظ限をࢦఆして

͜Εをపڈ又はվमͤ͞るɻएしͦのظ限内に͜Εをཤߦしͳいͱきは、市長において͜Ε

をపڈ又はվमして、ͦの費用をٛ者にหঈͤ͞るɻ

　第े条　ٛ者は、ࢲ設下水道͕ഁଛ又はٺしたͱきはͪに市長にಧけग़て、ͦの

ঝೝを受けてमཧ事をしͳけΕͳΒͳいɻ

ͼしΎΜͤͭをしͳけΕͳΒͳいɻٴ設下水道のআࢲ用者は、ຖ݄一ճҎ上　２　

　̏　લೋ߲のٛをଵΓ、市長において下水道のૃ௨にࢧো͕͋るͱೝΊたͱきは、市長

において͜Εをߦࢪし、ͦの費用はٛ者又は用者に負担ͤ͞るɻ

　第ेࣣ条　市長は、ࢲ設下水道のࢪ設ٴͼཧにͭいてࢹし、ඞ要ͳࣔࢦをする͜ͱ͕

Ͱきるɻ

　２　市長は、ࢲ設下水道のࢪ設又はਗ਼ঢ়ଶ͕ѱいͱೝΊるͱきは、ඞ要ͳվ又はਗ਼

を໋ͣる͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　　第࢛ষ　ҧॲ

　第ेീ条　࣍の֤号の一に֘する者͕͋るͱきは、市長はೋ千円Ҏ下のաྉをՊし、ଛ

の͋るͱきは͜Εをഛঈͤ͞る͜ͱ͕Ͱきる

　　一　ΈだΓにࢲ設下水道の事をしたͱきɻ

　　ೋ　第ࣣ条のنఆによる໋令にҧし、ͦのଞ下水道のཧにࢧো͕͋るͱೝΊるߦҝ

͕͋ったͱきɻ

したͱきɻΈ又はڋをߦ市৬һの৬のࣥ　ࡾ　　

にैΘͳいͱきɻࣔࢦ、ఆنલ֤号の֎、͜の条例にҧし又は͜の条例に基く　࢛　　

　　　　第ޒষ　ࡶଇ

　第े条　͜の条例のߦࢪにͭいてඞ要ͳ事߲は、市長͕ఆΊるɻ

　　　ෟଇ

　　͜の条例ߦࢪのظは、市長͕ఆΊるɻ

（２）現在ͷ下水ಓྫ
　豊中市下水道条例

　公：昭和39年４݄１

　豊中市条例第17号

　　　　第１ষ　૯ଇ

　（͜の条例のझࢫ）

第１条　下水道の設ஔ、ཧٴͼ用ฒͼに公共下水道のࢪ設のߏの基४にͭいては、下

水道法（昭和33年法律第79号ɻҎ下ʮ法ʯͱい͏ɻ）ͦのଞの法令ͰఆΊるものの΄͔、

͜の条例のఆΊるͱ͜Ζによるɻ

　（下水道の設ஔ）

第２条　豊中市に下水道を設ஔするɻ

　（用ޠのఆٛ）

第̏条　͜の条例においてʮ下水ʯ、ʮԚ水ʯ、ʮഉ水ࢪ設ʯ、ʮॲཧࢪ設ʯ、ʮ公共下水道ʯ、

ʮྲྀ域下水道ʯ、ʮऴॲཧʯ、ʮഉ水設備ʯ、ʮಛఆࢪ設ʯ、ʮআࢪ設ʯٴͼʮಛఆ事
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7ÿ 7Ā

業ʯͱは、ͦΕͧΕ法第２条第１号にنఆする下水、ಉ号にنఆするԚ水、ಉ条第２号

にنఆするഉ水ࢪ設ٴͼॲཧࢪ設、ಉ条第̏号にنఆする公共下水道、ಉ条第４号にنఆ

するྲྀ域下水道、ಉ条第６号にنఆするऴॲཧ、法第10条第１߲にنఆするഉ水設備

（内のഉ水、͜Εにݻணするચ໘ٴثͼ水ચศ所のλϯΫฒͼにศثをؚΈ、しড়

Խ૧をআくɻ）、法第11条の２第２߲にنఆするಛఆࢪ設、法第12条第１߲にنఆするআ

ఆするಛఆ事業をい͏ɻن設ฒͼに法第12条の２第１߲にࢪ

２　͜の条例においてʮ用者ʯͱは、下水を公共下水道にഉআして͜Εを用する者をい͏ɻ

̏　͜の条例においてʮ用݄ʯͱは、下水道用ྉऩのศٓ上区͞ΕたおおΉͶ１݄

のؒظをい͏ɻ

　　　　第１ষの２　公共下水道のࢪ設に関するߏのٕज़上の基४

　（ഉ水ࢪ設ٴͼॲཧࢪ設に共௨するߏの基४）

第̏条の２　公共下水道のഉ水ࢪ設（͜Εをิするࢪ設をؚΉɻ࣍条においてಉ͡ɻ）ٴ

ͼॲཧࢪ設（͜Εをิするࢪ設をؚΉɻ第̏条の４においてಉ͡ɻ）に共௨するߏの

基४は、࣍のͱおΓͱするɻ

　ᾇ　ݻݎͰྗٱを有するߏͱする͜ͱɻ

　ᾈ　ίϯΫϦʔτͦのଞの水ੑのࡐྉͰΓ、͔ͭ、࿙水ٴͼ地下水のਁೖを࠷গ限度

のものͱするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻただし、Ӎ水をഉআすきものにͭいては、

ଟͦのଞӍ水を地下にਁಁͤ͞るػを有するものͱする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　ᾉ　֎に͋るもの（ੜڥ׆のอશ又はਓの݈߁のอޢにࢧো͕ੜͣるおͦΕのͳいも

のͱしてཧنఔͰఆΊるものをআくɻ）に͋っては、෴い又はࡤの設ஔͦのଞ下水の

ඈࢄをࢭし、ٴͼਓのཱೖΓを੍限するાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾊ　下水のஷཹによΓ৯するおͦΕの͋る部に͋っては、εςϯϨε߯ͦのଞの

৯しにくいࡐྉͰΓ、又は৯をࢭするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾋ　地によって下水のഉআٴͼॲཧにࢧো͕ੜ͡ͳいよ͏地൫のվྑ、ՄᎡ
ㆨㆄ

खの設ஔܧ

ͦのଞの下水道法ߦࢪ令（昭和34年令第147号ɻҎ下ʮ令ʯͱい͏ɻ）第̑条の８第̑

号のࠃ土ަ௨大ਉ͕ఆΊるાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　（ഉ水ࢪ設のߏの基४）

第̏条の̏　ഉ水ࢪ設のߏの基४は、લ条にఆΊるものの΄͔、࣍のͱおΓͱするɻ

　ᾇ　ഉ水の内ٴܘͼഉ水きΐのஅ໘積は、ཧنఔͰఆΊるを下ճΒͳいものͱ

し、͔ͭ、計画下水ྔにԠ͡、ഉআすき下水をࢧোͳくྲྀ下ͤ͞る͜ͱ͕Ͱきるもの

ͱする͜ͱɻ

　ᾈ　ྲྀ下する下水の水によΓଛইするおͦΕの͋る部に͋っては、ݮの設ஔͦの

ଞ水を؇和するાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾉ　҉きΐͦのଞの地下に設けるߏの部Ͱྲྀ下する下水によΓؾѹ͕ܹٸにมಈする

Օ所に͋っては、ഉޱؾの設ஔͦのଞؾѹのܹٸͳมಈを؇和するાஔ͕ͥߨΒΕてい

る͜ͱɻ

　ᾊ　҉きΐͰ͋るߏの部の下水のྲྀ࿏のํ又はޯ͕著しくมԽするՕ所ͦのଞ

きΐのਗ਼上ඞ要ͳՕ所に͋っては、Ϛϯϗʔϧを設ける͜ͱɻ

　ᾋ　·す又はϚϯϗʔϧには、֖（Ԛ水をഉআすき·す又はϚϯϗʔϧに͋っては、ີ

ดする͜ͱ͕Ͱきる֖）を設ける͜ͱɻ

　（ॲཧࢪ設のߏの基४）

第̏条の４　第̏条の２にఆΊるものの΄͔、ॲཧࢪ設（ऴॲཧͰ͋るものに限るɻ第

２号においてಉ͡ɻ）のߏの基४は、࣍のͱおΓͱするɻ

　ᾇ　षࢪ設の設ஔͦのଞषؾのൃࢄをࢭするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾈ　Ԛటॲཧࢪ設（Ԛటをॲཧするॲཧࢪ設をい͏ɻҎ下ಉ͡ɻ）は、Ԛటのॲཧに͏

ഉؾ、ഉӷ又は͞いによΓੜڥ׆のอશ又はਓの݈߁のอޢにࢧো͕ੜ͡ͳいよ

͏令第̑条の10第２号のࠃ土ަ௨大ਉ͕ఆΊるાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　（ద用আ֎）

第̏条の̑　લ̏条のنఆは、࣍に͛ܝる公共下水道にͭいては、ద用しͳいɻ

　ᾇ　事をߦࢪするたΊにԾに設けΒΕる公共下水道

　ᾈ　ඇৗࡂのたΊにඞ要ͳԠٸાஔͱして設けΒΕる公共下水道

　　　　第２ষ　ഉ水設備の設ஔ

　（ഉ水設備のଓํ法ٴͼ内ܘ）

第４条　ഉ水設備の新設、૿設又はվங（Ҏ下ʮ新設ʯͱい͏ɻ）をߦお͏ͱするͱき

は、࣍の֤号にఆΊるͱ͜ΖによΒͳけΕͳΒͳいɻ

　ᾇ　合ྲྀࣜの公共下水道に下水をྲྀೖͤ͞るたΊに設けるഉ水設備は、公共下水道の·す

ͦのଞのഉ水ࢪ設（法第11条第１߲のنఆによΓ、又はಉ߲のنఆに֘しͳい合に

所有者のঝをಘて、ଞਓのഉ水設備によΓ下水をഉআする合におけるଞਓのഉ水設

備をؚΉɻҎ下͜の条ٴͼ࣍条においてʮ公共·すʯͱい͏ɻ）にݻணͤ͞る͜ͱɻ

　ᾈ　ྲྀࣜの公共下水道に下水をྲྀೖͤ͞るたΊに設けるഉ水設備は、Ԛ水をഉআすき

ഉ水設備に͋っては公共·すͰԚ水をഉআすきものに、Ӎ水をഉআすきഉ水設備

に͋っては公共·すͰӍ水をഉআすきものにݻணͤ͞る͜ͱɻ

　ᾉ　ഉ水設備を公共·すにݻணͤ͞るͱきは、公共下水道のࢪ設のػを͛、又はͦ

のࢪ設をଛইするおͦΕのͳいՕ所ٴͼ事の࣮ํࢪ法ͰཧنఔͰఆΊるものによる

͜ͱɻ

　ᾊ　Ԛ水のΈをഉআすきഉ水の内ܘは、上下水道事業ཧ者（Ҏ下ʮཧ者ʯͱい

͏ɻ）͕ಛผのཧ༝͕͋るͱೝΊた合をআき、࣍のදにఆΊるͱ͜Ζによるものͱ

し、ഉ水きΐのஅ໘積は、ಉදのࠨཝの区にԠ͡てͦΕͧΕಉදのӈཝに͛ܝる内ܘ

のഉ水ͱಉఔ度Ҏ上のྲྀ下ྗの͋るものͱする͜ͱɻただし、一の建ங͔Βഉআ

͞ΕるԚ水の一部をഉআすきഉ水ͰԆ長͕̏ϝʔτϧҎ下のものの内ܘは、75ϛϦ
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業ʯͱは、ͦΕͧΕ法第２条第１号にنఆする下水、ಉ号にنఆするԚ水、ಉ条第２号

にنఆするഉ水ࢪ設ٴͼॲཧࢪ設、ಉ条第̏号にنఆする公共下水道、ಉ条第４号にنఆ

するྲྀ域下水道、ಉ条第６号にنఆするऴॲཧ、法第10条第１߲にنఆするഉ水設備

（内のഉ水、͜Εにݻணするચ໘ٴثͼ水ચศ所のλϯΫฒͼにศثをؚΈ、しড়

Խ૧をআくɻ）、法第11条の２第２߲にنఆするಛఆࢪ設、法第12条第１߲にنఆするআ

ఆするಛఆ事業をい͏ɻن設ฒͼに法第12条の２第１߲にࢪ

２　͜の条例においてʮ用者ʯͱは、下水を公共下水道にഉআして͜Εを用する者をい͏ɻ

̏　͜の条例においてʮ用݄ʯͱは、下水道用ྉऩのศٓ上区͞ΕたおおΉͶ１݄

のؒظをい͏ɻ

　　　　第１ষの２　公共下水道のࢪ設に関するߏのٕज़上の基४

　（ഉ水ࢪ設ٴͼॲཧࢪ設に共௨するߏの基४）

第̏条の２　公共下水道のഉ水ࢪ設（͜Εをิするࢪ設をؚΉɻ࣍条においてಉ͡ɻ）ٴ

ͼॲཧࢪ設（͜Εをิするࢪ設をؚΉɻ第̏条の４においてಉ͡ɻ）に共௨するߏの

基४は、࣍のͱおΓͱするɻ

　ᾇ　ݻݎͰྗٱを有するߏͱする͜ͱɻ

　ᾈ　ίϯΫϦʔτͦのଞの水ੑのࡐྉͰΓ、͔ͭ、࿙水ٴͼ地下水のਁೖを࠷গ限度

のものͱするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻただし、Ӎ水をഉআすきものにͭいては、

ଟͦのଞӍ水を地下にਁಁͤ͞るػを有するものͱする͜ͱ͕Ͱきるɻ

　ᾉ　֎に͋るもの（ੜڥ׆のอશ又はਓの݈߁のอޢにࢧো͕ੜͣるおͦΕのͳいも

のͱしてཧنఔͰఆΊるものをআくɻ）に͋っては、෴い又はࡤの設ஔͦのଞ下水の

ඈࢄをࢭし、ٴͼਓのཱೖΓを੍限するાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾊ　下水のஷཹによΓ৯するおͦΕの͋る部に͋っては、εςϯϨε߯ͦのଞの

৯しにくいࡐྉͰΓ、又は৯をࢭするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾋ　地によって下水のഉআٴͼॲཧにࢧো͕ੜ͡ͳいよ͏地൫のվྑ、ՄᎡ
ㆨㆄ

खの設ஔܧ

ͦのଞの下水道法ߦࢪ令（昭和34年令第147号ɻҎ下ʮ令ʯͱい͏ɻ）第̑条の８第̑

号のࠃ土ަ௨大ਉ͕ఆΊるાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　（ഉ水ࢪ設のߏの基४）

第̏条の̏　ഉ水ࢪ設のߏの基४は、લ条にఆΊるものの΄͔、࣍のͱおΓͱするɻ

　ᾇ　ഉ水の内ٴܘͼഉ水きΐのஅ໘積は、ཧنఔͰఆΊるを下ճΒͳいものͱ

し、͔ͭ、計画下水ྔにԠ͡、ഉআすき下水をࢧোͳくྲྀ下ͤ͞る͜ͱ͕Ͱきるもの

ͱする͜ͱɻ

　ᾈ　ྲྀ下する下水の水によΓଛইするおͦΕの͋る部に͋っては、ݮの設ஔͦの

ଞ水を؇和するાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾉ　҉きΐͦのଞの地下に設けるߏの部Ͱྲྀ下する下水によΓؾѹ͕ܹٸにมಈする

Օ所に͋っては、ഉޱؾの設ஔͦのଞؾѹのܹٸͳมಈを؇和するાஔ͕ͥߨΒΕてい

る͜ͱɻ

　ᾊ　҉きΐͰ͋るߏの部の下水のྲྀ࿏のํ又はޯ͕著しくมԽするՕ所ͦのଞ

きΐのਗ਼上ඞ要ͳՕ所に͋っては、Ϛϯϗʔϧを設ける͜ͱɻ

　ᾋ　·す又はϚϯϗʔϧには、֖（Ԛ水をഉআすき·す又はϚϯϗʔϧに͋っては、ີ

ดする͜ͱ͕Ͱきる֖）を設ける͜ͱɻ

　（ॲཧࢪ設のߏの基४）

第̏条の４　第̏条の２にఆΊるものの΄͔、ॲཧࢪ設（ऴॲཧͰ͋るものに限るɻ第

２号においてಉ͡ɻ）のߏの基४は、࣍のͱおΓͱするɻ

　ᾇ　षࢪ設の設ஔͦのଞषؾのൃࢄをࢭするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　ᾈ　Ԛటॲཧࢪ設（Ԛటをॲཧするॲཧࢪ設をい͏ɻҎ下ಉ͡ɻ）は、Ԛటのॲཧに͏

ഉؾ、ഉӷ又は͞いによΓੜڥ׆のอશ又はਓの݈߁のอޢにࢧো͕ੜ͡ͳいよ

͏令第̑条の10第２号のࠃ土ަ௨大ਉ͕ఆΊるાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　（ద用আ֎）

第̏条の̑　લ̏条のنఆは、࣍に͛ܝる公共下水道にͭいては、ద用しͳいɻ

　ᾇ　事をߦࢪするたΊにԾに設けΒΕる公共下水道

　ᾈ　ඇৗࡂのたΊにඞ要ͳԠٸાஔͱして設けΒΕる公共下水道

　　　　第２ষ　ഉ水設備の設ஔ

　（ഉ水設備のଓํ法ٴͼ内ܘ）

第４条　ഉ水設備の新設、૿設又はվங（Ҏ下ʮ新設ʯͱい͏ɻ）をߦお͏ͱするͱき

は、࣍の֤号にఆΊるͱ͜ΖによΒͳけΕͳΒͳいɻ

　ᾇ　合ྲྀࣜの公共下水道に下水をྲྀೖͤ͞るたΊに設けるഉ水設備は、公共下水道の·す

ͦのଞのഉ水ࢪ設（法第11条第１߲のنఆによΓ、又はಉ߲のنఆに֘しͳい合に

所有者のঝをಘて、ଞਓのഉ水設備によΓ下水をഉআする合におけるଞਓのഉ水設

備をؚΉɻҎ下͜の条ٴͼ࣍条においてʮ公共·すʯͱい͏ɻ）にݻணͤ͞る͜ͱɻ

　ᾈ　ྲྀࣜの公共下水道に下水をྲྀೖͤ͞るたΊに設けるഉ水設備は、Ԛ水をഉআすき

ഉ水設備に͋っては公共·すͰԚ水をഉআすきものに、Ӎ水をഉআすきഉ水設備

に͋っては公共·すͰӍ水をഉআすきものにݻணͤ͞る͜ͱɻ

　ᾉ　ഉ水設備を公共·すにݻணͤ͞るͱきは、公共下水道のࢪ設のػを͛、又はͦ

のࢪ設をଛইするおͦΕのͳいՕ所ٴͼ事の࣮ํࢪ法ͰཧنఔͰఆΊるものによる

͜ͱɻ

　ᾊ　Ԛ水のΈをഉআすきഉ水の内ܘは、上下水道事業ཧ者（Ҏ下ʮཧ者ʯͱい

͏ɻ）͕ಛผのཧ༝͕͋るͱೝΊた合をআき、࣍のදにఆΊるͱ͜Ζによるものͱ

し、ഉ水きΐのஅ໘積は、ಉදのࠨཝの区にԠ͡てͦΕͧΕಉදのӈཝに͛ܝる内ܘ

のഉ水ͱಉఔ度Ҏ上のྲྀ下ྗの͋るものͱする͜ͱɻただし、一の建ங͔Βഉআ

͞ΕるԚ水の一部をഉআすきഉ水ͰԆ長͕̏ϝʔτϧҎ下のものの内ܘは、75ϛϦ
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ϝʔτϧҎ上ͱする͜ͱ͕Ͱきるɻ

ഉਫਓޱʢ୯Ґਓʣ ഉਫのܘʢ୯ҐϛϦϝʔτϧʣ

150ະຬ 100Ҏ上

150Ҏ上300ະຬ 150Ҏ上

300Ҏ上600ະຬ 200Ҏ上

600Ҏ上 250Ҏ上

　ᾋ　Ӎ水又はӍ水をؚΉ下水をഉআすきഉ水の内ܘは、ཧ者͕ಛผのཧ༝͕͋るͱ

ೝΊた合をআき、࣍のදにఆΊるͱ͜Ζによるものͱし、ഉ水きΐのஅ໘積は、ಉද

のࠨཝの区にԠ͡てͦΕͧΕಉදのӈཝに͛ܝる内ܘのഉ水ͱಉఔ度Ҏ上のྲྀ下

ྗの͋るものͱする͜ͱɻただし、一のෑ地͔Βഉআ͞ΕるӍ水又はӍ水をؚΉ下水の

一部をഉআすきഉ水ͰԆ長͕̏ϝʔτϧҎ下のものの内ܘは、75ϛϦϝʔτϧҎ上

ͱする͜ͱ͕Ͱきるɻ

ഉਫ໘ੵʢ୯Ґฏํϝʔτϧʣ ഉਫのܘʢ୯ҐϛϦϝʔτϧʣ

200ະຬ 100Ҏ上

200Ҏ上600ະຬ 150Ҏ上

600Ҏ上 200Ҏ上

　（公共下水道にଓしͳいഉ水ࢪ設の新設）

第̑条　公共下水道に下水をྲྀೖͤ͞るたΊに設けるഉ水ࢪ設（ഉ水設備ٴͼ法第２４条第

１߲のنఆによΓͦの設ஔにͭいてڐՄを受けるきഉ水ࢪ設をআくɻҎ下͜の条ٴͼ࣍

条においてಉ͡ɻ）の新設をߦお͏ͱするͱきは、࣍の֤号にఆΊるͱ͜ΖによΒͳけ

ΕͳΒͳいɻ

　ᾇ　Ԛ水は公共·すͰԚ水をഉআすきものに、Ӎ水は公共·すͰӍ水をഉআすき

ものにྲྀೖͤ͞るよ͏に設ける͜ͱɻ

　ᾈ　ݻݎͰྗٱを有するߏͱする͜ͱɻ

　ᾉ　ಃث、ίϯΫϦʔτ、ΕΜ͕ͦのଞの水ੑのࡐྉͰΓ、͔ͭ、࿙水を࠷গ限度の

ものͱするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　（ഉ水設備ٴͼআࢪ設の計画の֬ೝ）

第６条　ഉ水設備又はલ条のഉ水ࢪ設（Ҏ下ʮഉ水設備ʯͱい͏ɻ）ٴͼআࢪ設の新設

をߦお͏ͱする者は、͋Β͔͡Ί、ͦの計画͕ഉ水設備の設ஔٴͼߏに関する法令

のنఆٴͼཧنఔͰఆΊる基४にద合するものͰ͋る͜ͱにͭいて、ཧنఔͰఆΊる

ͱ͜ΖによΓ、ਃॻに、ඞ要ͳॻྨをఴしてఏग़し、ཧ者の֬ೝを受けͳけΕͳ

Βͳいɻ

２　લ߲の֬ೝを受けた者͕ͦの֬ೝを受けた事߲をมߋしよ͏ͱするͱきは、͋Β͔͡

Ί、ͦのมߋにͭいてॻ໘によΓಧけग़て、ಉ߲のنఆによるཧ者の֬ೝを受けͳけΕ

ͳΒͳいɻただし、ഉ水設備のߏにӨڹをٴ΅すおͦΕのͳいมߋに͋っては、事

લにͦのࢫをཧ者にಧけग़る͜ͱをもってΓるɻ

̏　法第12条の̏又は法第１２条の４のنఆによるಧग़をした者は、લ２߲のআࢪ設に関

するਃॻをఏग़した者ͱΈͳすɻ

　（ഉ水設備ٴͼআࢪ設の事のࠪݕ）

第̓条　ഉ水設備ٴͼআࢪ設の新設をߦった者͕ͦの事をྃしたͱきは、事の

ͼٴ事͕ഉ水設備の設ஔをཧ者にಧけग़て、ͦのࢫした͔Β̑Ҏ内にͦのྃ

、ఔͰఆΊる基४にద合するものͰ͋る͜ͱにͭいてنͼཧٴఆنに関する法令のߏ

ཧ者のࠪݕを受けͳけΕͳΒͳいɻ

２　ཧ者は、લ߲のࠪݕをした合において、ͦの事͕ഉ水設備の設ஔٴͼߏに関

する法令のنఆٴͼཧنఔͰఆΊる基४にద合しているͱೝΊるͱきは、֘ഉ水設備

ٴͼআࢪ設の新設をߦった者に対し、ূࡁࠪݕをަするものͱするɻ

̏　લ߲のূࡁࠪݕの༷ࣜは、ཧنఔͰఆΊるɻ

　（ഉ水設備の事のཧ）

第８条　ഉ水設備の新設の事（ཧنఔͰఆΊるܰඍͳ事をআくɻ）は、ཧ者͕

のཧの下におい（事業者ʯͱい͏ɻఆഉ水設備ࢦҎ下ʮ）事業者ఆしたഉ水設備ࢦ

てͰͳけΕ、ߦってはͳΒͳいɻ

２　લ߲の事に用するࡐྉは、ͦの事のߦࢪલに、ཧ者のࠪݕを受け、ͦのঝೝを

ಘたものͰͳけΕ用する͜ͱ͕Ͱきͳいɻ

（事業者ఆഉ水設備ࢦ）　

第̕条　ࢦఆഉ水設備事業者は、࣍の֤号に͛ܝる条݅を備͑た者のਃに基づきཧ者

ఆするɻࢦ͕

　ᾇ　大阪内にӦ業所を有する͜ͱɻ

　ᾈ　ઐଐのٕज़者を有する͜ͱɻ

　ᾉ　ͦのଞཧ者͕ඞ要ͱೝΊる条݅を有する͜ͱɻ

２　ཧ者͕ಛにඞ要ͱೝΊるͱきは、લ߲֤号に͛ܝる条݅を備͑ていͳい者Ͱもྟ࣌に

ఆする͜ͱ͕Ͱきるɻࢦ

̏　ཧ者は、લ２߲にنఆするࢦఆをしたͱきは、ূॻをަするɻ

４　第１߲又は第２߲のنఆによΓࢦఆ͞Εたࢦఆഉ水設備事業者は、ূॻのަ࠶を受

ける͜ͱ͕Ͱきるɻ

̑　第１߲第２号のٕज़者は、ཧنఔͰఆΊるػ関にٕज़者ͱしてొ͞Εた者

ͰͳけΕͳΒͳいɻ

６　第１߲又は第２߲にنఆするࢦఆٴͼ第４߲にنఆするূॻのަ࠶にͭいては、ͦΕ

ͧΕ10,000円Ҏ内ͰཧنఔͰఆΊるखྉをऩするɻ

̓　લ֤߲にఆΊるものの΄͔、ࢦఆഉ水設備事業者ٴͼٕज़者に関する事߲は、

ཧنఔͰఆΊるɻ
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ϝʔτϧҎ上ͱする͜ͱ͕Ͱきるɻ

ഉਫਓޱʢ୯Ґਓʣ ഉਫのܘʢ୯ҐϛϦϝʔτϧʣ

150ະຬ 100Ҏ上

150Ҏ上300ະຬ 150Ҏ上

300Ҏ上600ະຬ 200Ҏ上

600Ҏ上 250Ҏ上

　ᾋ　Ӎ水又はӍ水をؚΉ下水をഉআすきഉ水の内ܘは、ཧ者͕ಛผのཧ༝͕͋るͱ

ೝΊた合をআき、࣍のදにఆΊるͱ͜Ζによるものͱし、ഉ水きΐのஅ໘積は、ಉද

のࠨཝの区にԠ͡てͦΕͧΕಉදのӈཝに͛ܝる内ܘのഉ水ͱಉఔ度Ҏ上のྲྀ下

ྗの͋るものͱする͜ͱɻただし、一のෑ地͔Βഉআ͞ΕるӍ水又はӍ水をؚΉ下水の

一部をഉআすきഉ水ͰԆ長͕̏ϝʔτϧҎ下のものの内ܘは、75ϛϦϝʔτϧҎ上

ͱする͜ͱ͕Ͱきるɻ

ഉਫ໘ੵʢ୯Ґฏํϝʔτϧʣ ഉਫのܘʢ୯ҐϛϦϝʔτϧʣ

200ະຬ 100Ҏ上

200Ҏ上600ະຬ 150Ҏ上

600Ҏ上 200Ҏ上

　（公共下水道にଓしͳいഉ水ࢪ設の新設）

第̑条　公共下水道に下水をྲྀೖͤ͞るたΊに設けるഉ水ࢪ設（ഉ水設備ٴͼ法第２４条第

１߲のنఆによΓͦの設ஔにͭいてڐՄを受けるきഉ水ࢪ設をআくɻҎ下͜の条ٴͼ࣍

条においてಉ͡ɻ）の新設をߦお͏ͱするͱきは、࣍の֤号にఆΊるͱ͜ΖによΒͳけ

ΕͳΒͳいɻ

　ᾇ　Ԛ水は公共·すͰԚ水をഉআすきものに、Ӎ水は公共·すͰӍ水をഉআすき

ものにྲྀೖͤ͞るよ͏に設ける͜ͱɻ

　ᾈ　ݻݎͰྗٱを有するߏͱする͜ͱɻ

　ᾉ　ಃث、ίϯΫϦʔτ、ΕΜ͕ͦのଞの水ੑのࡐྉͰΓ、͔ͭ、࿙水を࠷গ限度の

ものͱするાஔ͕ͥߨΒΕている͜ͱɻ

　（ഉ水設備ٴͼআࢪ設の計画の֬ೝ）

第６条　ഉ水設備又はલ条のഉ水ࢪ設（Ҏ下ʮഉ水設備ʯͱい͏ɻ）ٴͼআࢪ設の新設

をߦお͏ͱする者は、͋Β͔͡Ί、ͦの計画͕ഉ水設備の設ஔٴͼߏに関する法令

のنఆٴͼཧنఔͰఆΊる基४にద合するものͰ͋る͜ͱにͭいて、ཧنఔͰఆΊる

ͱ͜ΖによΓ、ਃॻに、ඞ要ͳॻྨをఴしてఏग़し、ཧ者の֬ೝを受けͳけΕͳ

Βͳいɻ

２　લ߲の֬ೝを受けた者͕ͦの֬ೝを受けた事߲をมߋしよ͏ͱするͱきは、͋Β͔͡

Ί、ͦのมߋにͭいてॻ໘によΓಧけग़て、ಉ߲のنఆによるཧ者の֬ೝを受けͳけΕ

ͳΒͳいɻただし、ഉ水設備のߏにӨڹをٴ΅すおͦΕのͳいมߋに͋っては、事

લにͦのࢫをཧ者にಧけग़る͜ͱをもってΓるɻ

̏　法第12条の̏又は法第１２条の４のنఆによるಧग़をした者は、લ２߲のআࢪ設に関

するਃॻをఏग़した者ͱΈͳすɻ

　（ഉ水設備ٴͼআࢪ設の事のࠪݕ）

第̓条　ഉ水設備ٴͼআࢪ設の新設をߦった者͕ͦの事をྃしたͱきは、事の

ͼٴ事͕ഉ水設備の設ஔをཧ者にಧけग़て、ͦのࢫした͔Β̑Ҏ内にͦのྃ

、ఔͰఆΊる基४にద合するものͰ͋る͜ͱにͭいてنͼཧٴఆنに関する法令のߏ

ཧ者のࠪݕを受けͳけΕͳΒͳいɻ

２　ཧ者は、લ߲のࠪݕをした合において、ͦの事͕ഉ水設備の設ஔٴͼߏに関

する法令のنఆٴͼཧنఔͰఆΊる基४にద合しているͱೝΊるͱきは、֘ഉ水設備

ٴͼআࢪ設の新設をߦった者に対し、ূࡁࠪݕをަするものͱするɻ

̏　લ߲のূࡁࠪݕの༷ࣜは、ཧنఔͰఆΊるɻ

　（ഉ水設備の事のཧ）

第８条　ഉ水設備の新設の事（ཧنఔͰఆΊるܰඍͳ事をআくɻ）は、ཧ者͕

のཧの下におい（事業者ʯͱい͏ɻఆഉ水設備ࢦҎ下ʮ）事業者ఆしたഉ水設備ࢦ

てͰͳけΕ、ߦってはͳΒͳいɻ

２　લ߲の事に用するࡐྉは、ͦの事のߦࢪલに、ཧ者のࠪݕを受け、ͦのঝೝを

ಘたものͰͳけΕ用する͜ͱ͕Ͱきͳいɻ

（事業者ఆഉ水設備ࢦ）　

第̕条　ࢦఆഉ水設備事業者は、࣍の֤号に͛ܝる条݅を備͑た者のਃに基づきཧ者

ఆするɻࢦ͕

　ᾇ　大阪内にӦ業所を有する͜ͱɻ

　ᾈ　ઐଐのٕज़者を有する͜ͱɻ

　ᾉ　ͦのଞཧ者͕ඞ要ͱೝΊる条݅を有する͜ͱɻ

２　ཧ者͕ಛにඞ要ͱೝΊるͱきは、લ߲֤号に͛ܝる条݅を備͑ていͳい者Ͱもྟ࣌に

ఆする͜ͱ͕Ͱきるɻࢦ

̏　ཧ者は、લ２߲にنఆするࢦఆをしたͱきは、ূॻをަするɻ

４　第１߲又は第２߲のنఆによΓࢦఆ͞Εたࢦఆഉ水設備事業者は、ূॻのަ࠶を受

ける͜ͱ͕Ͱきるɻ

̑　第１߲第２号のٕज़者は、ཧنఔͰఆΊるػ関にٕज़者ͱしてొ͞Εた者

ͰͳけΕͳΒͳいɻ

６　第１߲又は第２߲にنఆするࢦఆٴͼ第４߲にنఆするূॻのަ࠶にͭいては、ͦΕ

ͧΕ10,000円Ҏ内ͰཧنఔͰఆΊるखྉをऩするɻ

̓　લ֤߲にఆΊるものの΄͔、ࢦఆഉ水設備事業者ٴͼٕज़者に関する事߲は、

ཧنఔͰఆΊるɻ
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ÿ2 ÿ3

　　　　第̏ষ　公共下水道の用

　（ಛఆ事業͔Βの下水のഉআの੍限）

第10条　ಛఆ事業͔Β下水をഉআして公共下水道（ऴॲཧを設ஔしているもの又はऴ

ॲཧを設ஔしているྲྀ域下水道にଓしているものに限るɻ）を用する者は、࣍の

֤号にఆΊる基४にద合しͳい水࣭の下水をഉআしてはͳΒͳいɻ

　ᾇ　ΞϯϞχΞੑૉ、ѥੑࢎૉٴͼੑࢎૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき380ϛϦά

ϥϜະຬ

　ᾈ　水ૉΠΦϯೱ度　水ૉࢦ̑を͑̕ະຬ

　ᾉ　ੜԽֶతࢎૉ要１　ྔٻϦοτϧにͭき̑ؒに600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾊ　ු༡࣭ྔ　１Ϧοτϧにͭき600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾋ　ϊϧϚϧϔΩαϯநग़ؚ࣭有ྔ

　　Ξ　߭༉ྨؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき̑ϛϦάϥϜҎ下

　　Π　ಈ২༉ؚྨࢷ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき30ϛϦάϥϜҎ下

　ᾌ　ૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき240ϛϦάϥϜະຬ

　ᾍ　ྜྷ
㇊㇓

ؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき32ϛϦάϥϜະຬ

２　業又はΨεڅڙ業にるಛఆ事業͔Β下水をഉআして公共下水道を用する者に

対するલ߲のنఆのద用にͭいては、ಉ߲第２号中ʮ水ૉࢦ̑を͑̕ະຬʯͱ͋るの

はʮ水ૉࢦ5.7を͑8.7ະຬʯͱするɻ

̏　ಛఆ事業͔Βഉআ͞Εる下水͕֘公共下水道͔Βの์ྲྀ水又は֘ྲྀ域下水道（法

第12条の10第１߲にنఆするӍ水ྲྀ域下水道をআくɻ）͔Βの์ྲྀ水にる公共の水域に

ഉআ͞Εたͱした合においては、ഉ水基४をఆΊる省令（昭和46年૯ཧ令第35

号）又は水࣭Ԛࢭ法（昭和45年法律第138号）第̏条第߲̏のنఆによる条例によΓ、

֘下水にͭいて第１߲第１号、第６号又は第̓号に͛ܝる߲に関し֤֘号にఆΊる

水࣭よΓ؇͔ͳ水࣭のഉ水基४͕ద用͞Εるͱきは、֘下水にる第１߲第１号、第

６号又は第̓号にنఆする水࣭の基४は、第１߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ͦのഉ水基४ͱするɻ

４　ಛఆ事業͔Βഉআ͞Εる下水͕Տ川ͦのଞの公共の水域（ބপをআくɻ）にഉআ

͞Εたͱした合においては、ഉ水基४をఆΊる省令によΓ、֘下水にͭいて第１߲第

２号͔Β第̑号·Ͱに͛ܝる߲に関し֤֘号にఆΊる水࣭（第２߲のنఆ͕ద用͞Ε

る合に͋っては、ಉ߲にఆΊる水࣭）よΓ؇͔ͳ水࣭のഉ水基४͕ద用͞Εるͱき

は、֘下水にる第１߲第２号͔Β第̑号·Ͱにنఆする水࣭の基४は、第１߲ٴͼ第

２߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ͦのഉ水基४ͱするɻ

　（আࢪ設の設ஔ）

第10条の２　࣍の֤号にఆΊる基४にద合しͳい下水（水ચศ所͔Βഉআ͞ΕるԚ水ٴͼ

法第12条の２第１߲又は第߲̑のنఆによΓഉআしてはͳΒͳい͜ͱͱ͞Εるものをআ

くɻ）をܧଓしてഉআして公共下水道（第２号、第４号͔Β第８号·Ͱ（第６号に͋って

は、දの部に限るɻ）、第10号ٴͼ第11号にఆΊる基४にద合しͳい下水をഉআする

合に͋ってはऴॲཧを設ஔしているもの又はऴॲཧを設ஔしているྲྀ域下水道に

ଓしているものに限るɻ）を用する者は、আࢪ設の設ஔͦのଞඞ要ͳાஔをして͜

ΕをしͳけΕͳΒͳいɻ

　ᾇ　Թ度　45度ະຬ

　ᾈ　ΞϯϞχΞੑૉ、ѥੑࢎૉٴͼੑࢎૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき380ϛϦά

ϥϜະຬ

　ᾉ　水ૉΠΦϯೱ度　水ૉࢦ̑を͑̕ະຬ

　ᾊ　ੜԽֶతࢎૉ要１　ྔٻϦοτϧにͭき̑ؒに600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾋ　ු༡࣭ྔ　１Ϧοτϧにͭき600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾌ　ϊϧϚϧϔΩαϯநग़ؚ࣭有ྔ

　　Ξ　߭༉ྨؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき̑ϛϦάϥϜҎ下

̍ͨΓのฏۉԚਫྔʢ୯Ґཱํϝʔτϧʣ 

1,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき̑ϛϦάϥϜҎ下

1,000Ҏ上5,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき４ϛϦάϥϜҎ下

5,000Ҏ上 １Ϧοτϧにͭき̏ϛϦάϥϜҎ下

　　Π　ಈ২༉ؚྨࢷ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき30ϛϦάϥϜҎ下

̍ͨΓのฏۉԚਫྔʢ୯Ґཱํϝʔτϧʣ 

1,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき30ϛϦάϥϜҎ下

1,000Ҏ上5,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき20ϛϦάϥϜҎ下

5,000Ҏ上 １Ϧοτϧにͭき10ϛϦάϥϜҎ下

　ᾍ　ૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき240ϛϦάϥϜະຬ

　ᾎ　ྜྷ
㇊㇓

ؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき32ϛϦάϥϜະຬ

　ᾏ　ཊ
㇈ㆄ

ૉফ費ྔ　１Ϧοτϧにͭき220ϛϦάϥϜະຬ

　ᾐ　令第̕条の４第１߲֤号に͛ܝる࣭　ͦΕͧΕ֤֘号にఆΊるɻただし、ಉ

条第４߲にنఆする合においては、ಉ߲にنఆする基४にるͱするɻ

　ᾑ　৭又はषؾ　์ྲྀઌͰࢧোをきたすよ͏ͳ৭又はषؾをଳͼていͳいもの

２　業又はΨεڅڙ業の用にڙするࢪ設͔Β下水をഉআして公共下水道を用する者に

対するલ߲第１号͔Β第̑号·Ͱ、第̓号ٴͼ第８号のنఆのద用にͭいては、࣍の֤号

にఆΊるͱ͜Ζによるɻ

　ᾇ　Թ度　40度ະຬ

　ᾈ　ΞϯϞχΞੑૉ、ѥੑࢎૉٴͼੑࢎૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき125ϛϦά

ϥϜະຬ

　ᾉ　水ૉΠΦϯೱ度　水ૉࢦ5.7を͑8.7ະຬ
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　　　　第̏ষ　公共下水道の用

　（ಛఆ事業͔Βの下水のഉআの੍限）

第10条　ಛఆ事業͔Β下水をഉআして公共下水道（ऴॲཧを設ஔしているもの又はऴ

ॲཧを設ஔしているྲྀ域下水道にଓしているものに限るɻ）を用する者は、࣍の

֤号にఆΊる基४にద合しͳい水࣭の下水をഉআしてはͳΒͳいɻ

　ᾇ　ΞϯϞχΞੑૉ、ѥੑࢎૉٴͼੑࢎૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき380ϛϦά

ϥϜະຬ

　ᾈ　水ૉΠΦϯೱ度　水ૉࢦ̑を͑̕ະຬ

　ᾉ　ੜԽֶతࢎૉ要１　ྔٻϦοτϧにͭき̑ؒに600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾊ　ු༡࣭ྔ　１Ϧοτϧにͭき600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾋ　ϊϧϚϧϔΩαϯநग़ؚ࣭有ྔ

　　Ξ　߭༉ྨؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき̑ϛϦάϥϜҎ下

　　Π　ಈ২༉ؚྨࢷ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき30ϛϦάϥϜҎ下

　ᾌ　ૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき240ϛϦάϥϜະຬ

　ᾍ　ྜྷ
㇊㇓

ؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき32ϛϦάϥϜະຬ

２　業又はΨεڅڙ業にるಛఆ事業͔Β下水をഉআして公共下水道を用する者に

対するલ߲のنఆのద用にͭいては、ಉ߲第２号中ʮ水ૉࢦ̑を͑̕ະຬʯͱ͋るの

はʮ水ૉࢦ5.7を͑8.7ະຬʯͱするɻ

̏　ಛఆ事業͔Βഉআ͞Εる下水͕֘公共下水道͔Βの์ྲྀ水又は֘ྲྀ域下水道（法

第12条の10第１߲にنఆするӍ水ྲྀ域下水道をআくɻ）͔Βの์ྲྀ水にる公共の水域に

ഉআ͞Εたͱした合においては、ഉ水基४をఆΊる省令（昭和46年૯ཧ令第35

号）又は水࣭Ԛࢭ法（昭和45年法律第138号）第̏条第߲̏のنఆによる条例によΓ、

֘下水にͭいて第１߲第１号、第６号又は第̓号に͛ܝる߲に関し֤֘号にఆΊる

水࣭よΓ؇͔ͳ水࣭のഉ水基४͕ద用͞Εるͱきは、֘下水にる第１߲第１号、第

６号又は第̓号にنఆする水࣭の基४は、第１߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ͦのഉ水基४ͱするɻ

４　ಛఆ事業͔Βഉআ͞Εる下水͕Տ川ͦのଞの公共の水域（ބপをআくɻ）にഉআ

͞Εたͱした合においては、ഉ水基४をఆΊる省令によΓ、֘下水にͭいて第１߲第

２号͔Β第̑号·Ͱに͛ܝる߲に関し֤֘号にఆΊる水࣭（第２߲のنఆ͕ద用͞Ε

る合に͋っては、ಉ߲にఆΊる水࣭）よΓ؇͔ͳ水࣭のഉ水基४͕ద用͞Εるͱき

は、֘下水にる第１߲第２号͔Β第̑号·Ͱにنఆする水࣭の基४は、第１߲ٴͼ第

２߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ͦのഉ水基४ͱするɻ

　（আࢪ設の設ஔ）

第10条の２　࣍の֤号にఆΊる基४にద合しͳい下水（水ચศ所͔Βഉআ͞ΕるԚ水ٴͼ

法第12条の２第１߲又は第߲̑のنఆによΓഉআしてはͳΒͳい͜ͱͱ͞Εるものをআ

くɻ）をܧଓしてഉআして公共下水道（第２号、第４号͔Β第８号·Ͱ（第６号に͋って

は、දの部に限るɻ）、第10号ٴͼ第11号にఆΊる基४にద合しͳい下水をഉআする

合に͋ってはऴॲཧを設ஔしているもの又はऴॲཧを設ஔしているྲྀ域下水道に

ଓしているものに限るɻ）を用する者は、আࢪ設の設ஔͦのଞඞ要ͳાஔをして͜

ΕをしͳけΕͳΒͳいɻ

　ᾇ　Թ度　45度ະຬ

　ᾈ　ΞϯϞχΞੑૉ、ѥੑࢎૉٴͼੑࢎૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき380ϛϦά

ϥϜະຬ

　ᾉ　水ૉΠΦϯೱ度　水ૉࢦ̑を͑̕ະຬ

　ᾊ　ੜԽֶతࢎૉ要１　ྔٻϦοτϧにͭき̑ؒに600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾋ　ු༡࣭ྔ　１Ϧοτϧにͭき600ϛϦάϥϜະຬ

　ᾌ　ϊϧϚϧϔΩαϯநग़ؚ࣭有ྔ

　　Ξ　߭༉ྨؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき̑ϛϦάϥϜҎ下

̍ͨΓのฏۉԚਫྔʢ୯Ґཱํϝʔτϧʣ 

1,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき̑ϛϦάϥϜҎ下

1,000Ҏ上5,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき４ϛϦάϥϜҎ下

5,000Ҏ上 １Ϧοτϧにͭき̏ϛϦάϥϜҎ下

　　Π　ಈ২༉ؚྨࢷ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき30ϛϦάϥϜҎ下

̍ͨΓのฏۉԚਫྔʢ୯Ґཱํϝʔτϧʣ 

1,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき30ϛϦάϥϜҎ下

1,000Ҏ上5,000ະຬ １Ϧοτϧにͭき20ϛϦάϥϜҎ下

5,000Ҏ上 １Ϧοτϧにͭき10ϛϦάϥϜҎ下

　ᾍ　ૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき240ϛϦάϥϜະຬ

　ᾎ　ྜྷ
㇊㇓

ؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき32ϛϦάϥϜະຬ

　ᾏ　ཊ
㇈ㆄ

ૉফ費ྔ　１Ϧοτϧにͭき220ϛϦάϥϜະຬ

　ᾐ　令第̕条の４第１߲֤号に͛ܝる࣭　ͦΕͧΕ֤֘号にఆΊるɻただし、ಉ

条第４߲にنఆする合においては、ಉ߲にنఆする基४にるͱするɻ

　ᾑ　৭又はषؾ　์ྲྀઌͰࢧোをきたすよ͏ͳ৭又はषؾをଳͼていͳいもの

２　業又はΨεڅڙ業の用にڙするࢪ設͔Β下水をഉআして公共下水道を用する者に

対するલ߲第１号͔Β第̑号·Ͱ、第̓号ٴͼ第８号のنఆのద用にͭいては、࣍の֤号

にఆΊるͱ͜Ζによるɻ

　ᾇ　Թ度　40度ະຬ

　ᾈ　ΞϯϞχΞੑૉ、ѥੑࢎૉٴͼੑࢎૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき125ϛϦά

ϥϜະຬ

　ᾉ　水ૉΠΦϯೱ度　水ૉࢦ5.7を͑8.7ະຬ
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　ᾊ　ੜԽֶతࢎૉ要１　ྔٻϦοτϧにͭき̑ؒに300ϛϦάϥϜະຬ

　ᾋ　ු༡࣭ྔ　１Ϧοτϧにͭき300ϛϦάϥϜະຬ

　ᾌ　ૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき150ϛϦάϥϜະຬ

　ᾍ　ྜྷ
㇊㇓

ؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき20ϛϦάϥϜະຬ

̏　લ２߲にنఆする下水の͏ͪ、ཧنఔͰఆΊる水࣭の߲にる下水ͰཧنఔͰఆ

Ίるྔにるものにͭいては、લ２߲のنఆはద用しͳいɻ

　（վળ໋令）

第10条の̏　ཧ者は、用者͕લ条のنఆにҧして下水を公共下水道にഉআしているͱ

ೝΊるͱきは、ͦの者に対しظ限をఆΊて、֘下水の水࣭をվળする͜ͱを໋͡、又は

公共下水道のػٴͼߏをอશするたΊに֘下水のഉআを一ࢭఀ࣌する͜ͱを໋ͣる

͜ͱ͕Ͱきるɻ

　（しのഉআの੍限）

第11条　用者は、しを公共下水道にഉআするͱきは、水ચศ所によって͜ΕをしͳけΕ

ͳΒͳいɻ

（のಧग़࢝用の։）　

第12条　用者͕公共下水道の用を։࢝し、ࢭٳし、एしくはഇࢭし、又はݱにࢭٳして

いるͦの用を࠶։したͱきは、֘用者は、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ͳ

く、ͦのࢫをཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻただし、Ӎ水のΈをഉআして公共下水道

を用する合は、͜の限ΓͰͳいɻ

２　法第12条の̏、法第12条の４又は法第12条の̓のنఆによるಧग़をした者は、લ߲のن

ఆによるಧग़をした者ͱΈͳすɻ

　（ѱ࣭下水のഉআの։࢝のಧग़）

第13条　用者は、令第̕条第１߲第４号に֘する水࣭又は令第̕条の10एしくは令第̕

条の11第１߲第̏号एしくは第６号एしくは第２߲֤号にఆΊる基४にద合しͳい水࣭の

下水（Ҏ下ʮѱ࣭下水ʯͱい͏ɻ）のഉআを։࢝しよ͏ͱするͱきは、͋Β͔͡Ί、֘

ѱ࣭下水のྔٴͼ水࣭を、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒ

ͳいɻ

２　લ߲の用者は、ಉ߲のಧग़にるѱ࣭下水のྔएしくは水࣭をมߋし、ͦのഉআをٳ

։しよ͏ͱするͱきは、͋Β࠶しているͦのഉআをࢭٳにݱし、又はࢭし、एしくはഇࢭ

͔͡Ί、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

̏　લ条第２߲のنఆは、લ２߲の合に४用するɻ

　（আࢪ設ཧ者のબٴͼಧग़）

第13条の２　আࢪ設の設ஔ者は、ཧنఔͰఆΊる֘আࢪ設のҡ࣋ཧに関する業

を担ͤ͞るたΊ、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、আࢪ設ཧ者をબし、ͦの

をཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻࢫ

　（ಛఆ事業ཧ者のબٴͼಧग़）

第13条の̏　ಛఆࢪ設の設ஔ者（ܧଓして下水をഉআして公共下水道を用するಛఆࢪ設の

設ஔ者に限るɻ）は、ཧنఔͰఆΊる֘ಛఆࢪ設のҡ࣋ཧに関する業を担ͤ͞

るたΊ、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ಛఆ事業ཧ者をબし、ͦのࢫをཧ

者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

（用ྉのऩ）

第14条　ཧ者は、公共下水道の用にͭいて、用者͔Β用ྉをऩするɻ

２　લ߲の用ྉは、ͦの用݄における公共下水道の用にͭいて、ೲೖ௨ॻͦのଞの

ํ法によΓ２用݄一ׅしてऩするɻ

̏　લ߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ཧ者͕ඞ要ͱೝΊるͱきは、用ྉをຖ݄ऩする͜ͱ͕

Ͱきるɻ

４　公共下水道の用をࢭٳし、又はഇࢭした用݄にる用ྉにͭいては、ͦの都度

ऩするɻ

（ఆํ法ࢉ用ྉの）　

第15条　用ྉのֹは、用者͕ഉআしたԚ水のྔにԠ͡、１用݄にͭき、࣍のදにఆΊ

るͱ͜ΖによΓࢉఆした金ֹ（߲࣍ຊจのنఆのద用͕͋る合は、֘نఆのద用ޙの

金ֹ）に、֘金ֹにফ費੫法（昭和63年法律第108号）第29条にنఆするফ費੫の੫を

͡てಘたֹٴͼͦのֹに地ํ੫法（昭和25年法律第226号）第72条の83にنఆする地ํ

ফ費੫の੫を͡てಘたֹをՃࢉしたֹ（ͦのՃࢉしたֹに１円ະຬの͕͋るͱき

は、͜ΕをΓࣺてるɻ）ͱするɻ

छผ
ྉ༺

ྉ༺ຊج ྉʢཱ̍ํϝʔτϧʹ͖ͭʣ༺ྔै

一ൠԚ水 422円

１ཱํϝʔτϧ͔Β10ཱํϝʔτϧ·Ͱの
10円

10ཱํϝʔτϧを͑20ཱํϝʔτϧ·Ͱの
77円

20ཱํϝʔτϧを͑50ཱํϝʔτϧ·Ͱの
97円

50ཱํϝʔτϧを͑100ཱํϝʔτϧ·Ͱの
116円

100ཱํϝʔτϧを͑500ཱํϝʔτϧ·Ͱの
143円

500ཱํϝʔτϧを͑1,000ཱํϝʔτϧ·Ͱの
183円

1,000ཱํϝʔτϧを͑る
225円

公ऺཋԚ水
１ཱํϝʔτϧにͭき

19円

Ԛ水࣌ྟ
１ཱํϝʔτϧにͭき

225円
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　ᾊ　ੜԽֶతࢎૉ要１　ྔٻϦοτϧにͭき̑ؒに300ϛϦάϥϜະຬ

　ᾋ　ු༡࣭ྔ　１Ϧοτϧにͭき300ϛϦάϥϜະຬ

　ᾌ　ૉؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき150ϛϦάϥϜະຬ

　ᾍ　ྜྷ
㇊㇓

ؚ有ྔ　１Ϧοτϧにͭき20ϛϦάϥϜະຬ

̏　લ２߲にنఆする下水の͏ͪ、ཧنఔͰఆΊる水࣭の߲にる下水ͰཧنఔͰఆ

Ίるྔにるものにͭいては、લ２߲のنఆはద用しͳいɻ

　（վળ໋令）

第10条の̏　ཧ者は、用者͕લ条のنఆにҧして下水を公共下水道にഉআしているͱ

ೝΊるͱきは、ͦの者に対しظ限をఆΊて、֘下水の水࣭をվળする͜ͱを໋͡、又は

公共下水道のػٴͼߏをอશするたΊに֘下水のഉআを一ࢭఀ࣌する͜ͱを໋ͣる

͜ͱ͕Ͱきるɻ

　（しのഉআの੍限）

第11条　用者は、しを公共下水道にഉআするͱきは、水ચศ所によって͜ΕをしͳけΕ

ͳΒͳいɻ

（のಧग़࢝用の։）　

第12条　用者͕公共下水道の用を։࢝し、ࢭٳし、एしくはഇࢭし、又はݱにࢭٳして

いるͦの用を࠶։したͱきは、֘用者は、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ͳ

く、ͦのࢫをཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻただし、Ӎ水のΈをഉআして公共下水道

を用する合は、͜の限ΓͰͳいɻ

２　法第12条の̏、法第12条の４又は法第12条の̓のنఆによるಧग़をした者は、લ߲のن

ఆによるಧग़をした者ͱΈͳすɻ

　（ѱ࣭下水のഉআの։࢝のಧग़）

第13条　用者は、令第̕条第１߲第４号に֘する水࣭又は令第̕条の10एしくは令第̕

条の11第１߲第̏号एしくは第６号एしくは第２߲֤号にఆΊる基४にద合しͳい水࣭の

下水（Ҏ下ʮѱ࣭下水ʯͱい͏ɻ）のഉআを։࢝しよ͏ͱするͱきは、͋Β͔͡Ί、֘

ѱ࣭下水のྔٴͼ水࣭を、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒ

ͳいɻ

２　લ߲の用者は、ಉ߲のಧग़にるѱ࣭下水のྔएしくは水࣭をมߋし、ͦのഉআをٳ

։しよ͏ͱするͱきは、͋Β࠶しているͦのഉআをࢭٳにݱし、又はࢭし、एしくはഇࢭ

͔͡Ί、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

̏　લ条第２߲のنఆは、લ２߲の合に४用するɻ

　（আࢪ設ཧ者のબٴͼಧग़）

第13条の２　আࢪ設の設ஔ者は、ཧنఔͰఆΊる֘আࢪ設のҡ࣋ཧに関する業

を担ͤ͞るたΊ、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、আࢪ設ཧ者をબし、ͦの

をཧ者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻࢫ

　（ಛఆ事業ཧ者のબٴͼಧग़）

第13条の̏　ಛఆࢪ設の設ஔ者（ܧଓして下水をഉআして公共下水道を用するಛఆࢪ設の

設ஔ者に限るɻ）は、ཧنఔͰఆΊる֘ಛఆࢪ設のҡ࣋ཧに関する業を担ͤ͞

るたΊ、ཧنఔͰఆΊるͱ͜ΖによΓ、ಛఆ事業ཧ者をબし、ͦのࢫをཧ

者にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

（用ྉのऩ）

第14条　ཧ者は、公共下水道の用にͭいて、用者͔Β用ྉをऩするɻ

２　લ߲の用ྉは、ͦの用݄における公共下水道の用にͭいて、ೲೖ௨ॻͦのଞの

ํ法によΓ２用݄一ׅしてऩするɻ

̏　લ߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ཧ者͕ඞ要ͱೝΊるͱきは、用ྉをຖ݄ऩする͜ͱ͕

Ͱきるɻ

４　公共下水道の用をࢭٳし、又はഇࢭした用݄にる用ྉにͭいては、ͦの都度

ऩするɻ

（ఆํ法ࢉ用ྉの）　

第15条　用ྉのֹは、用者͕ഉআしたԚ水のྔにԠ͡、１用݄にͭき、࣍のදにఆΊ

るͱ͜ΖによΓࢉఆした金ֹ（߲࣍ຊจのنఆのద用͕͋る合は、֘نఆのద用ޙの
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ফ費੫の੫を͡てಘたֹをՃࢉしたֹ（ͦのՃࢉしたֹに１円ະຬの͕͋るͱき

は、͜ΕをΓࣺてるɻ）ͱするɻ

छผ
ྉ༺

ྉ༺ຊج ྉʢཱ̍ํϝʔτϧʹ͖ͭʣ༺ྔै

一ൠԚ水 422円

１ཱํϝʔτϧ͔Β10ཱํϝʔτϧ·Ͱの
10円

10ཱํϝʔτϧを͑20ཱํϝʔτϧ·Ͱの
77円

20ཱํϝʔτϧを͑50ཱํϝʔτϧ·Ͱの
97円

50ཱํϝʔτϧを͑100ཱํϝʔτϧ·Ͱの
116円

100ཱํϝʔτϧを͑500ཱํϝʔτϧ·Ͱの
143円

500ཱํϝʔτϧを͑1,000ཱํϝʔτϧ·Ͱの
183円

1,000ཱํϝʔτϧを͑る
225円

公ऺཋԚ水
１ཱํϝʔτϧにͭき

19円

Ԛ水࣌ྟ
１ཱํϝʔτϧにͭき

225円
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　備ߟ

　　１　一ൠԚ水ͱは、公ऺཋԚ水ٴͼྟ࣌Ԛ水Ҏ֎のԚ水をい͏ɻ

　　２　公ऺཋԚ水ͱは、公ऺཋ法（昭和23年法律第139号）によるڐՄを受けたཋ

（ཧ者͕ఆΊるものをআくɻ）͔Βഉআ͞ΕるԚ水をい͏ɻ

にഉ࣌にいഉআ͞ΕるԚ水ͦのଞྟߦࢪ事のԚ水ͱは、土建ஙに関する࣌ྟ　̏　　

আ͞ΕるԚ水をい͏ɻ

２　ཧ者は、用者͕࣍のදにఆΊる水࣭のԚ水をഉআする合には、֘Ԛ水の水࣭に

Ԡ͡、ಉදにఆΊるͱ͜ΖによΓࢉఆした金ֹをલ߲のදにఆΊるͱ͜ΖによΓࢉఆした

金ֹにՃࢉしてࢉఆするɻただし、ഉআするԚ水のྔ͕ཧنఔͰఆΊる水ྔにຬたͳい

合は、͜の限ΓͰͳいɻ

ਫ࣭ ۠ ྉʢ̍༺ ཱํϝʔτϧʹ͖ͭʣ

ੜԽֶతࢎૉ
要ྔٻ

１Ϧοτϧにͭき̑ؒに300
ϛϦάϥϜҎ上のԚ水

25円
ただし、100ϛϦάϥϜを૿す͝ͱに１ཱํ
ϝʔτϧにͭき25円をՃࢉするɻ

ු༡࣭ྔ １Ϧοτϧにͭき300ϛϦάϥ
ϜҎ上のԚ水

36円
ただし、100ϛϦάϥϜを૿す͝ͱに１ཱํ
ϝʔτϧにͭき36円をՃࢉするɻ

　備ߟ　Ԛ水の水࣭のೝఆは、ཧ者のఆΊるํ法によるɻ

の֤号にఆΊるͱ͜Ζによるɻ࣍、ఆはࢉ用者͕ഉআしたԚ水のྔの　̏

　ᾇ　水道水を用した合は、水道の用水ྔͱするɻ

　ᾈ　水道水Ҏ֎の水を用した合は、ͦの用水ྔͱし、用水ྔは用者の用のଶ

༷をצҊしてཧ者͕ೝఆするɻ

　ᾉ　水道水ͱ水道水Ҏ֎の水をซͤて用した合は、લ２号によΓೝఆ͞Εた水ྔを合

したものͱするɻࢉ

　ᾊ　ණઇ業ͦのଞのӦ業Ͱ、ͦのӦ業にい用する水のྔ͕ͦのӦ業にい公共下

水道にഉআするԚ水のྔͱ著しくҟͳるものをӦΉ用者は、ຖ用݄、ͦの用݄に

公共下水道にഉআしたԚ水のྔٴͼͦのࢉग़の根ڌをࡌهしたਃࠂॻを、ͦの用݄の

ऴ͔Βࢉىして̓Ҏ内にཧ者にఏग़しͳけΕͳΒͳいɻ͜の合においては、

લ̏号のنఆに͔͔ΘΒͣ、ཧ者は、ͦのਃࠂॻのࡌهをצҊしてͦの用者のഉআ

したԚ水のྔをೝఆするものͱするɻ

４　共ಉॅ͔Βഉআ͞ΕるԚ水のྔのࢉఆํ法は、ཧ者͕ผにఆΊるɻ

　（ಛผͳ合における用ྉのࢉఆ）

第15条の２　用݄の中్Ͱ公共下水道の用を։࢝し、ࢭٳし、又はഇࢭしたͱきの用

ྉは、ཧ者͕ผにఆΊるͱ͜ΖによΓ、ׂΓによΓࢉఆするɻछผにม͕͋ߋった

合もಉ༷ͱするɻ

２　公共下水道の用のࢭٳ又はഇࢭのಧग़をしͳいͱきは、公共下水道をҾきଓき用し

ているものͱΈͳすɻ

（ྉのఏग़ࢿ）　

第16条　ཧ者は、用ྉをࢉग़するたΊにඞ要ͳ限度において、用者͔Βඞ要ͳࢿྉの

ఏग़をٻΊる͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　　第̏ষの２　ऴॲཧのҡ࣋ཧ

第16条の２　ऴॲཧのҡ࣋ཧは、࣍にఆΊるͱ͜ΖによΓ͏ߦものͱするɻ

　ᾇ　ੑ׆Ԛటを用するॲཧํ法によるͱきは、ੑ׆Ԛటのղମ又はԽをੜ͡ͳいよ͏

にΤΞϨʔγϣϯをௐઅする͜ͱɻ

　ᾈ　࠭池又は఼池のͲΖたΊに࠭、Ԛట͕ຬͪたͱきは、͔に͜Εをআڈする

͜ͱɻ

　ᾉ　ٸΖա法によるͱきは、Ζচ͕٧·Βͳいよ͏にఆظతにͦのચড়を͏ߦͱͱも

に、Ζྲྀ͕ࡐग़しͳいよ͏に水ྔ又は水ѹをௐઅする͜ͱɻ

　ᾊ　લ̏号の΄͔、ࢪ設のػをҡ࣋するたΊにඞ要ͳાஔをͣߨる͜ͱɻ

　ᾋ　षؾのൃٴࢄͼգ、は͑のൃੜのࢭにΊるͱͱもに、ߏ内のਗ਼ܿをอ࣋する͜ͱɻ

　ᾌ　લ号の΄͔、Ԛటॲཧࢪ設には、Ԛటのॲཧに͏ഉؾ、ഉӷ又は͞いによΓੜ

土ަ௨大ਉࠃো͕ੜ͡ͳいよ͏令第13条第６号のࢧにޢのอ߁のอશ又はਓの݈ڥ׆

る͜ͱɻͣߨ大ਉ͕ఆΊるાஔをڥͼٴ

　　　　第４ষ　ࡶଇ

（Մڐҝのߦ）　

第17条　公共下水道にͭいて法第24条第１߲のڐՄを受けよ͏ͱする者は、ਃॻに࣍の֤

号に͛ܝるਤ໘をఴしてཧ者にఏग़しͳけΕͳΒͳいɻڐՄを受けた事߲をมߋし

よ͏ͱするͱきもಉ༷ͱするɻ

　ᾇ　ࢪ設又は࡞ͦのଞの݅（ഉ水設備をআくɻҎ下ʮ݅ʯͱい͏ɻ）を設ける

所をදࣔしたฏ໘ਤ

　ᾈ　݅のஔٴͼߏをදࣔしたਤ໘

２　લ߲のਃॻの༷ࣜは、ཧنఔͰఆΊるɻ

（ߋՄを要しͳいܰඍͳมڐ）　

第18条　法第24条第１߲の条例ͰఆΊるܰඍͳมߋは、લ条のڐՄを受けた者͕֘ڐՄに

ػ設のࢪる݅を設けたతにෟਵして֘݅の地上にଘする部に公共下水道の

を͛、又はͦのࢪ設をଛইするおͦΕのͳい݅をఴՃする͜ͱに͏มߋͱするɻ

　（用）

第19条　公共下水道のෑ地又はഉ水ࢪ設に݅（Ҏ下͜の条においてʮ用݅ʯͱい

͏ɻ）を設け、ܧଓして公共下水道のෑ地又はഉ水ࢪ設を用しよ͏ͱする者は、用ڐ

Մئをఏग़してཧ者のڐՄを受けͳけΕͳΒͳいɻただし、用݅の設ஔにͭいて

第17条のڐՄを受けたͱきは、ͦのڐՄをもって用のڐՄͱΈͳすɻ
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２　ཧ者は、用者͕࣍のදにఆΊる水࣭のԚ水をഉআする合には、֘Ԛ水の水࣭に

Ԡ͡、ಉදにఆΊるͱ͜ΖによΓࢉఆした金ֹをલ߲のදにఆΊるͱ͜ΖによΓࢉఆした

金ֹにՃࢉしてࢉఆするɻただし、ഉআするԚ水のྔ͕ཧنఔͰఆΊる水ྔにຬたͳい

合は、͜の限ΓͰͳいɻ

ਫ࣭ ۠ ྉʢ̍༺ ཱํϝʔτϧʹ͖ͭʣ

ੜԽֶతࢎૉ
要ྔٻ

１Ϧοτϧにͭき̑ؒに300
ϛϦάϥϜҎ上のԚ水

25円
ただし、100ϛϦάϥϜを૿す͝ͱに１ཱํ
ϝʔτϧにͭき25円をՃࢉするɻ

ු༡࣭ྔ １Ϧοτϧにͭき300ϛϦάϥ
ϜҎ上のԚ水

36円
ただし、100ϛϦάϥϜを૿す͝ͱに１ཱํ
ϝʔτϧにͭき36円をՃࢉするɻ

　備ߟ　Ԛ水の水࣭のೝఆは、ཧ者のఆΊるํ法によるɻ

の֤号にఆΊるͱ͜Ζによるɻ࣍、ఆはࢉ用者͕ഉআしたԚ水のྔの　̏

　ᾇ　水道水を用した合は、水道の用水ྔͱするɻ

　ᾈ　水道水Ҏ֎の水を用した合は、ͦの用水ྔͱし、用水ྔは用者の用のଶ
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したものͱするɻࢉ
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第15条の２　用݄の中్Ͱ公共下水道の用を։࢝し、ࢭٳし、又はഇࢭしたͱきの用

ྉは、ཧ者͕ผにఆΊるͱ͜ΖによΓ、ׂΓによΓࢉఆするɻछผにม͕͋ߋった
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２　લ߲のਃॻの༷ࣜは、ཧنఔͰఆΊるɻ

（ߋՄを要しͳいܰඍͳมڐ）　

第18条　法第24条第１߲の条例ͰఆΊるܰඍͳมߋは、લ条のڐՄを受けた者͕֘ڐՄに
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第17条のڐՄを受けたͱきは、ͦのڐՄをもって用のڐՄͱΈͳすɻ
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ÿÿ ÿĀ

２　ཧ者は、લ߲の用のڐՄを受けた者͔Β、࣍のදに͛ܝる用ྉをऩするɻ

छผ ୯Ґ ؒظ ༻ྉ

ిப、ࢧப、ࢧઢப、ࢧઢ １ຊ １年 3,400円
ిப、ࢧப、ࢧઢப、ࢧઢ １ຊ １年 1,980円

水道、下水道、
Ψεͦのଞ͜ΕΒ
にྨするもの

１ϝʔτϧະຬ.͕̌ܘ֎
のもの １ϝʔτϧ １年 100円

0.1ϝʔτϧҎ上0.15͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 150円

0.15ϝʔτϧҎ上0.2͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 200円

0.2ϝʔτϧҎ上0.4͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 400円

0.4ϝʔτϧҎ上１͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 1,000円

１ϝʔτϧҎ上の͕ܘ֎
もの １ϝʔτϧ １年 2,000円

ྉஔࡐͼٴ事用の൘ғい、 １ฏํϝʔτϧ １݄ 1,100円

௨࿏ͦのଞ一ൠ用 １ϝʔτϧ又は
１ฏํϝʔτϧ １݄ 600円

　備ߟ

　　１　ిபには、֘ిபに設ஔ͞ΕるมѹثをؚΉものͱするɻ

　　２　ిபͱは、ిͦのଞの௨৴又は์ૹの用にڙするిઢを࣋ࢧするபをいい、ి

பͰ͋るものをআくものͱするɻ

　（原ঢ়ճ෮）

第20条　લ条第１߲の用のڐՄを受けた者は、ͦのڐՄによΓ用݅を設ける͜ͱ͕Ͱ

きる͕ؒظຬྃしたͱき又は֘用݅を設けるతをഇࢭしたͱきは、֘用݅

をআ٫し、公共下水道を原ঢ়にճ෮しͳけΕͳΒͳいɻただし、原ঢ়にճ෮する͜ͱ͕

ෆదͰ͋るͱཧ者においてೝΊたͱきは、͜の限ΓͰͳいɻ

２　ཧ者は、લ条第１߲の用ڐՄを受けた者に対して、લ߲の原ঢ়ճ෮又は原ঢ়にճ෮

する͜ͱ͕ෆదͳ合のાஔにͭいてඞ要ͳࣔࢦをする͜ͱ͕Ͱきるɻ

第21条　আ

（免ݮ用ྉの）　

第22条　ཧ者は、公益上ͦのଞಛผの事͕͋るͱೝΊたͱきは、͜の条例ͰఆΊる用

ྉ、用ྉ又はखྉをݮ免する͜ͱ͕Ͱきるɻ

　（േଇ）

第23条　࣍の֤号に͛ܝる者は、50,000円Ҏ下のաྉをՊするɻ

　ᾇ　第６条第１߲又は第２߲のنఆによる֬ೝを受けͳいͰഉ水設備ٴͼআࢪ設の

事を࣮ࢪした者

　ᾈ　ഉ水設備ٴͼআࢪ設の新設をߦって、第̓条第１߲のنఆによるಧग़をಉ߲に

Θͳ͔った者ߦ内にؒظఆするن

　ᾉ　第８条のنఆにҧしてഉ水設備の新設の事を࣮ࢪした者

　ᾊ　第10条の２のنఆにҧした者

　ᾋ　第10条の̏のنఆによる໋令にैΘͳ͔った者

　ᾌ　第11条のنఆにҧした者

　ᾍ　第12条第１߲、第13条第１߲एしくは第２߲、第13条の２又は第13条の̏のنఆによ

るಧग़をଵった者

　ᾎ　第16条のنఆによるࢿྉのఏग़をٻΊΒΕて͜Εをڋ൱し、又はଵった者

　ᾏ　第20条第２߲のنఆによるࣔࢦにैΘͳ͔った者

　ᾐ　第６条第１߲又は第17条のنఆによるਃॻ又はॻྨ、第６条第２߲લஈ、第12条第

１߲、第13条第１߲एしくは第２߲、第13条の２又は第13条の̏のنఆによるಧग़ॻ、

第15条第߲̏第４号のنఆによるਃࠂॻ又は第16条のنఆによるࢿྉͰෆ࣮のࡌهの͋

るものをఏग़したਃ者、ಧग़者、ਃࠂ者又はࢿྉのఏग़者

第24条　ͦٗのଞෆਖ਼のߦҝによΓ用ྉ、खྉ又は用ྉのऩを免Εた者は、ͦの

ऩを免Εた金ֹの̑ഒに૬する金ֹ（֘̑ഒに૬する金ֹ͕50,000円を͑ͳいͱ

きは、50,000円ͱするɻ）Ҏ下のաྉをՊするɻ

第25条　法ਓのද者又は法ਓएしくはਓのཧਓ、用ਓͦのଞのै業者͕、ͦの法ਓ又

はਓの業に関してલ２条のҧߦҝをしたͱきは、ߦҝ者をേする΄͔、ͦの法ਓ又は

ਓに対しても֤ຊ条のաྉをՊするɻ

　（ҕنఆ）

第26条　͜の条例ͰఆΊるものの΄͔、͜の条例のߦࢪにͭいてඞ要ͳ事߲は、ཧنఔͰ

ఆΊるɻ

　　　ෟ　ଇ

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻただし、第14条͔Β第16条·Ͱのنఆは、市نଇ

ͰఆΊる͔Βߦࢪするɻ

　　　　ʤ昭和41年４݄نଇ第̕号によΓ、昭和41年４݄１͔Βߦࢪʥ

２　豊中市下水道条例（昭和26年豊中市条例第28号ɻҎ下ʮچ条例ʯͱい͏ɻ）は、ഇࢭするɻ

̏　͜の条例ߦࢪのچ、ࡍ条例のنఆによΓͳ͞Εたঝೝ、ͦࠪݕのଞのॲ又はਃࠐΈ、

ಧग़ͦのଞのखଓは、ͦΕͧΕ͜の条例の૬نఆによってͳ͞Εたॲ又はखଓͱΈ

ͳすɻ

４　͜の条例のߦࢪલにしたߦҝに対するേଇのద用にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̑　豊中市水道事業څ水条例の一部をվਖ਼する条例（ฏ22年豊中市条例第22号）のߦࢪの

水条例څఆによΓಉ条例によるվਖ਼લの豊中市水道事業نに第15条第߲̏第１号のݱ、ࡍ

（昭和35年豊中市条例第23号）第33条のنఆのద用を受けている合の基ຊ用ྉのֹ
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２　ཧ者は、લ߲の用のڐՄを受けた者͔Β、࣍のදに͛ܝる用ྉをऩするɻ

छผ ୯Ґ ؒظ ༻ྉ

ిப、ࢧப、ࢧઢப、ࢧઢ １ຊ １年 3,400円
ిப、ࢧப、ࢧઢப、ࢧઢ １ຊ １年 1,980円

水道、下水道、
Ψεͦのଞ͜ΕΒ
にྨするもの

１ϝʔτϧະຬ.͕̌ܘ֎
のもの １ϝʔτϧ １年 100円

0.1ϝʔτϧҎ上0.15͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 150円

0.15ϝʔτϧҎ上0.2͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 200円

0.2ϝʔτϧҎ上0.4͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 400円

0.4ϝʔτϧҎ上１͕ܘ֎
ϝʔτϧະຬのもの １ϝʔτϧ １年 1,000円

１ϝʔτϧҎ上の͕ܘ֎
もの １ϝʔτϧ １年 2,000円

ྉஔࡐͼٴ事用の൘ғい、 １ฏํϝʔτϧ １݄ 1,100円

௨࿏ͦのଞ一ൠ用 １ϝʔτϧ又は
１ฏํϝʔτϧ １݄ 600円

　備ߟ

　　１　ిபには、֘ిபに設ஔ͞ΕるมѹثをؚΉものͱするɻ

　　２　ిபͱは、ిͦのଞの௨৴又は์ૹの用にڙするిઢを࣋ࢧするபをいい、ి

பͰ͋るものをআくものͱするɻ

　（原ঢ়ճ෮）

第20条　લ条第１߲の用のڐՄを受けた者は、ͦのڐՄによΓ用݅を設ける͜ͱ͕Ͱ

きる͕ؒظຬྃしたͱき又は֘用݅を設けるతをഇࢭしたͱきは、֘用݅

をআ٫し、公共下水道を原ঢ়にճ෮しͳけΕͳΒͳいɻただし、原ঢ়にճ෮する͜ͱ͕

ෆదͰ͋るͱཧ者においてೝΊたͱきは、͜の限ΓͰͳいɻ

２　ཧ者は、લ条第１߲の用ڐՄを受けた者に対して、લ߲の原ঢ়ճ෮又は原ঢ়にճ෮

する͜ͱ͕ෆదͳ合のાஔにͭいてඞ要ͳࣔࢦをする͜ͱ͕Ͱきるɻ

第21条　আ

（免ݮ用ྉの）　

第22条　ཧ者は、公益上ͦのଞಛผの事͕͋るͱೝΊたͱきは、͜の条例ͰఆΊる用

ྉ、用ྉ又はखྉをݮ免する͜ͱ͕Ͱきるɻ

　（േଇ）

第23条　࣍の֤号に͛ܝる者は、50,000円Ҏ下のաྉをՊするɻ

　ᾇ　第６条第１߲又は第２߲のنఆによる֬ೝを受けͳいͰഉ水設備ٴͼআࢪ設の

事を࣮ࢪした者

　ᾈ　ഉ水設備ٴͼআࢪ設の新設をߦって、第̓条第１߲のنఆによるಧग़をಉ߲に

Θͳ͔った者ߦ内にؒظఆするن

　ᾉ　第８条のنఆにҧしてഉ水設備の新設の事を࣮ࢪした者

　ᾊ　第10条の２のنఆにҧした者

　ᾋ　第10条の̏のنఆによる໋令にैΘͳ͔った者

　ᾌ　第11条のنఆにҧした者

　ᾍ　第12条第１߲、第13条第１߲एしくは第２߲、第13条の２又は第13条の̏のنఆによ

るಧग़をଵった者

　ᾎ　第16条のنఆによるࢿྉのఏग़をٻΊΒΕて͜Εをڋ൱し、又はଵった者

　ᾏ　第20条第２߲のنఆによるࣔࢦにैΘͳ͔った者

　ᾐ　第６条第１߲又は第17条のنఆによるਃॻ又はॻྨ、第６条第２߲લஈ、第12条第

１߲、第13条第１߲एしくは第２߲、第13条の２又は第13条の̏のنఆによるಧग़ॻ、

第15条第߲̏第４号のنఆによるਃࠂॻ又は第16条のنఆによるࢿྉͰෆ࣮のࡌهの͋

るものをఏग़したਃ者、ಧग़者、ਃࠂ者又はࢿྉのఏग़者

第24条　ͦٗのଞෆਖ਼のߦҝによΓ用ྉ、खྉ又は用ྉのऩを免Εた者は、ͦの

ऩを免Εた金ֹの̑ഒに૬する金ֹ（֘̑ഒに૬する金ֹ͕50,000円を͑ͳいͱ

きは、50,000円ͱするɻ）Ҏ下のաྉをՊするɻ

第25条　法ਓのද者又は法ਓएしくはਓのཧਓ、用ਓͦのଞのै業者͕、ͦの法ਓ又

はਓの業に関してલ２条のҧߦҝをしたͱきは、ߦҝ者をേする΄͔、ͦの法ਓ又は

ਓに対しても֤ຊ条のաྉをՊするɻ

　（ҕنఆ）

第26条　͜の条例ͰఆΊるものの΄͔、͜の条例のߦࢪにͭいてඞ要ͳ事߲は、ཧنఔͰ

ఆΊるɻ

　　　ෟ　ଇ

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻただし、第14条͔Β第16条·Ͱのنఆは、市نଇ

ͰఆΊる͔Βߦࢪするɻ

　　　　ʤ昭和41年４݄نଇ第̕号によΓ、昭和41年４݄１͔Βߦࢪʥ

２　豊中市下水道条例（昭和26年豊中市条例第28号ɻҎ下ʮچ条例ʯͱい͏ɻ）は、ഇࢭするɻ

̏　͜の条例ߦࢪのچ、ࡍ条例のنఆによΓͳ͞Εたঝೝ、ͦࠪݕのଞのॲ又はਃࠐΈ、

ಧग़ͦのଞのखଓは、ͦΕͧΕ͜の条例の૬نఆによってͳ͞Εたॲ又はखଓͱΈ

ͳすɻ

４　͜の条例のߦࢪલにしたߦҝに対するേଇのద用にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̑　豊中市水道事業څ水条例の一部をվਖ਼する条例（ฏ22年豊中市条例第22号）のߦࢪの

水条例څఆによΓಉ条例によるվਖ਼લの豊中市水道事業نに第15条第߲̏第１号のݱ、ࡍ

（昭和35年豊中市条例第23号）第33条のنఆのద用を受けている合の基ຊ用ྉのֹ
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Ā÷ Āø

は、第15条第１߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ཧ者͕ผにఆΊるͱ͜ΖによΓ、ಉ߲のදにن

ఆする基ຊ用ྉのֹͱしてಉ߲のنఆをద用する͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和41年４݄１条例第15号）

　͜の条例は、市نଇͰఆΊる͔Βߦࢪするɻ

　　　　ʤ昭和41年４݄نଇ第10号によΓ、昭和41年４݄１͔Βߦࢪʥ

　　　ෟ　ଇ（昭和47年݄̏30条例第20号ঞ）

１　͜の条例は、昭和47年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪののલ·Ͱにऩすき用ྉのֹٴͼऩํ法にͭいては、ͳお

ैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和48年４݄１条例第23号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和50年４݄１条例第12号ঞ）

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻただし、第10条のվਖ਼نఆは、昭和50年11݄１

͔Βߦࢪするɻ

２　ଞの条例の一部վਖ਼ʤུʥ

　　　ෟ　ଇ（昭和50年６݄10条例第32号ঞ）

１　͜の条例は、昭和50年８݄１͔ΒߦࢪするɻʤҎ下ུʥ

　　　ෟ　ଇ（昭和51年݄̏31条例第14号）

１　͜の条例は、昭和51年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第15条の

用ྉにͭいては、ͳお用ྉ͔Βద用し、ಉ年݄̑·Ͱのఆは、昭和51年６݄のن

ैલの例によるɻ

̏　લ߲の用ྉのࢉఆの基ૅͱͳるき水ྔにͭいては、市長͕ఆΊるɻ

４　վਖ਼ޙの条例第19条のنఆは、昭和51年４݄１Ҏޙにऩすき用ྉ͔Βద用し、

ಉのલ·Ͱにऩすき用ྉのֹにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和52年４݄１条例第16号）

１　͜の条例は、昭和52年݄̑１͔Βߦࢪするɻ

２　下水道整備ٸۓાஔ法ٴͼ下水道法の一部をվਖ਼する法律（昭和51年法律第29号）ෟଇ

第２条第１߲にنఆする下水にͭいては、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ

下ʮ新条例ʯͱい͏ɻ）の６݄ؒޙߦࢪ（֘下水͕下水道法ߦࢪ令の一部をվਖ਼する

令（昭和51年令第320号）ෟଇ第２߲ͰఆΊるࢪ設にるಛఆ事業͔Βഉআ͞Εるもの

に͋っては１年ؒ）は、新条例第10条ٴͼ第10条の２のنఆはద用ͤͣ、ͦの下水をഉআ

する者にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍに業又はΨεڅڙ業の用にڙするࢪ設を設ஔしている者Ͱ

আࢪ設を設ஔして֘ࢪ設にる又は事業͔Βܧଓして下水をഉআして公共下水

道を用する者（市長のࢦఆする者をআくɻ）に対する新条例第10条の２第２߲のنఆの

ద用にͭいては、ಉ条ಉ߲第̏号ٴͼ第４号中ʮ300ϛϦάϥϜʯͱ͋るのはʮ600ϛϦά

ϥϜʯͱするɻ

４　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにআࢪ設を設ஔしている者は、͜の条例のߦࢪの͔Β30

Ҏ内に市نଇͰఆΊるͱ͜ΖによΓ新条例第13条の２のআࢪ設ཧ者をબし、市

長にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

̑　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにಛఆࢪ設を設ஔしている者Ͱ֘ಛఆࢪ設にる又は事

業所͔Β下水をഉআして公共下水道を用する者は、͜の条例のߦࢪの͔Β30Ҏ内に

市نଇͰఆΊるͱ͜ΖによΓ新条例第13条の̏のಛఆ事業ཧ者をબし、市長に

ಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

６　લ２߲のنఆによるಧग़をした者にͭいては、新条例第13条の２又は第13条の̏のنఆ

は、ద用しͳいɻ

̓　第４߲又は第߲̑のنఆによるಧग़をͤͣ、又はِڏのಧग़をした者は、10,000円Ҏ下の

աྉをՊするɻ

８　法ਓのද者又は法ਓएしくはਓのཧਓ、用ਓͦのଞのै業者͕、法ਓ又はਓの業

に関してલ߲のҧߦҝをしたͱきは、ߦҝ者をേする΄͔、ͦの法ਓ又はਓに対して

もಉ߲のաྉをՊするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和56年݄̏31条例第̕号）

１　͜の条例は、昭和56年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪののલ·Ͱにऩすき用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和57年݄̓31条例第25号）

１　͜の条例は、昭和57年10݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、昭和57年10݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ಉલにഉআ͞Ε

たԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和59年10݄̕条例第41号ঞ）

１　͜の条例は、昭和59年11݄１͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和61年８݄１条例第32号）

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮ新条例ʯͱい͏ɻ）ผදのنఆは、

にऩすޙҎ（ʯͱい͏ɻߦࢪҎ下ʮ）のߦࢪにఆΊるものをআき、͜の条例の߲࣍

き用ྉ͔Βద用するɻ
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Ā÷ Āø

は、第15条第１߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、ཧ者͕ผにఆΊるͱ͜ΖによΓ、ಉ߲のදにن

ఆする基ຊ用ྉのֹͱしてಉ߲のنఆをద用する͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和41年４݄１条例第15号）

　͜の条例は、市نଇͰఆΊる͔Βߦࢪするɻ

　　　　ʤ昭和41年４݄نଇ第10号によΓ、昭和41年４݄１͔Βߦࢪʥ

　　　ෟ　ଇ（昭和47年݄̏30条例第20号ঞ）

１　͜の条例は、昭和47年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪののલ·Ͱにऩすき用ྉのֹٴͼऩํ法にͭいては、ͳお

ैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和48年４݄１条例第23号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和50年４݄１条例第12号ঞ）

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻただし、第10条のվਖ਼نఆは、昭和50年11݄１

͔Βߦࢪするɻ

２　ଞの条例の一部վਖ਼ʤུʥ

　　　ෟ　ଇ（昭和50年６݄10条例第32号ঞ）

１　͜の条例は、昭和50年８݄１͔ΒߦࢪするɻʤҎ下ུʥ

　　　ෟ　ଇ（昭和51年݄̏31条例第14号）

１　͜の条例は、昭和51年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第15条の

用ྉにͭいては、ͳお用ྉ͔Βద用し、ಉ年݄̑·Ͱのఆは、昭和51年６݄のن

ैલの例によるɻ

̏　લ߲の用ྉのࢉఆの基ૅͱͳるき水ྔにͭいては、市長͕ఆΊるɻ

４　վਖ਼ޙの条例第19条のنఆは、昭和51年４݄１Ҏޙにऩすき用ྉ͔Βద用し、

ಉのલ·Ͱにऩすき用ྉのֹにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和52年４݄１条例第16号）

１　͜の条例は、昭和52年݄̑１͔Βߦࢪするɻ

２　下水道整備ٸۓાஔ法ٴͼ下水道法の一部をվਖ਼する法律（昭和51年法律第29号）ෟଇ

第２条第１߲にنఆする下水にͭいては、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ

下ʮ新条例ʯͱい͏ɻ）の６݄ؒޙߦࢪ（֘下水͕下水道法ߦࢪ令の一部をվਖ਼する

令（昭和51年令第320号）ෟଇ第２߲ͰఆΊるࢪ設にるಛఆ事業͔Βഉআ͞Εるもの

に͋っては１年ؒ）は、新条例第10条ٴͼ第10条の２のنఆはద用ͤͣ、ͦの下水をഉআ

する者にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍに業又はΨεڅڙ業の用にڙするࢪ設を設ஔしている者Ͱ

আࢪ設を設ஔして֘ࢪ設にる又は事業͔Βܧଓして下水をഉআして公共下水

道を用する者（市長のࢦఆする者をআくɻ）に対する新条例第10条の２第２߲のنఆの

ద用にͭいては、ಉ条ಉ߲第̏号ٴͼ第４号中ʮ300ϛϦάϥϜʯͱ͋るのはʮ600ϛϦά

ϥϜʯͱするɻ

４　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにআࢪ設を設ஔしている者は、͜の条例のߦࢪの͔Β30

Ҏ内に市نଇͰఆΊるͱ͜ΖによΓ新条例第13条の２のআࢪ設ཧ者をબし、市

長にಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

̑　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにಛఆࢪ設を設ஔしている者Ͱ֘ಛఆࢪ設にる又は事

業所͔Β下水をഉআして公共下水道を用する者は、͜の条例のߦࢪの͔Β30Ҏ内に

市نଇͰఆΊるͱ͜ΖによΓ新条例第13条の̏のಛఆ事業ཧ者をબし、市長に

ಧけग़ͳけΕͳΒͳいɻ

６　લ２߲のنఆによるಧग़をした者にͭいては、新条例第13条の２又は第13条の̏のنఆ

は、ద用しͳいɻ

̓　第４߲又は第߲̑のنఆによるಧग़をͤͣ、又はِڏのಧग़をした者は、10,000円Ҏ下の

աྉをՊするɻ

８　法ਓのද者又は法ਓएしくはਓのཧਓ、用ਓͦのଞのै業者͕、法ਓ又はਓの業

に関してલ߲のҧߦҝをしたͱきは、ߦҝ者をേする΄͔、ͦの法ਓ又はਓに対して

もಉ߲のաྉをՊするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和56年݄̏31条例第̕号）

１　͜の条例は、昭和56年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪののલ·Ͱにऩすき用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和57年݄̓31条例第25号）

１　͜の条例は、昭和57年10݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、昭和57年10݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ಉલにഉআ͞Ε

たԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和59年10݄̕条例第41号ঞ）

１　͜の条例は、昭和59年11݄１͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（昭和61年８݄１条例第32号）

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮ新条例ʯͱい͏ɻ）ผදのنఆは、

にऩすޙҎ（ʯͱい͏ɻߦࢪҎ下ʮ）のߦࢪにఆΊるものをআき、͜の条例の߲࣍

き用ྉ͔Βద用するɻ
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Ā2 Ā3

の用にͭいてޙଓして用する合におけるಉҎܧޙલ͔ΒҾきଓきಉҎߦࢪ　̏

は、新条例ผදのنఆをద用するɻ͜の合において、͜の条例によるվਖ਼લの豊中市下

水道条例（Ҏ下ʮچ条例ʯͱい͏ɻ）のنఆによΓऩし、又はऩすきものにるࢪ

ຬྃするものに͋っては、֘用͕ؒظՄڐ͔Β昭和62年݄̏31（ಉલに用ߦ

ఆによるن条例のچるにؒظにͭいては、֘ؒظのຬྃの）·Ͱの用ؒظՄڐ

ऩֹͱ新条例のنఆによるऩֹͱのֹࠩに૬するֹをऩするものͱするɻただし、

る用にͭいては、ֹ֘ࠩのऩを免আするɻ設にࢪするڙの用にॅډ

４　લ߲のֹࠩの計ํࢉ法、ऩͦظ࣌のଞ͜の条例のߦࢪにͭいてඞ要ͳ事߲は、市長͕

ఆΊるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏݩ年10݄16条例第31号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̏年݄̏30条例第̑号）

１　͜の条例は、ฏ̏年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪののલ·Ͱにऩすき用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ４年４݄１条例第17号）

１　͜の条例は、ฏ４年６݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ４年６݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ಉલにഉআ͞Ε

たԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̑年４݄１条例第10号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ６年݄̏̏１条例第２号）

１　͜の条例は、ฏ６年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第10条第

１߲第̑号ٴͼ第６号のنఆは、͜の条例のߦࢪのݱࡍにಛఆ事業͔Β下水をഉআして

公共下水道を用する者にͭいては、͜の条例のߦࢪの͔Β１年ؒは、ద用しͳいɻ

̏　վਖ਼ޙの条例第10条の２第１߲第６号ٴͼ第̓号ฒͼにಉ条第２߲第̑号ٴͼ第６号の

ଓして下水をഉআして公共下水道ܧ又は事業͔Βにݱࡍのߦࢪఆは、͜の条例のن

を用する者にͭいては、͜の条例のߦࢪの͔Β１年ؒは、ద用しͳいɻ

４　վਖ਼ޙの条例第10条の２第１߲第̕号のنఆは、ಉ߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、͜の条例の

令（昭和34年令第147号）第̕条の４ߦࢪఆする下水道法نの͔Β４݄ؒ、ಉ号にߦࢪ

第１߲֤号にఆΊる基४の͏ͪ、ಉ߲第４号ٴͼ第６号の基४にる下水にͭいては、ͳ

おैલの例によるものͱし、ಉ߲第12号͔Β第24号·Ͱの基४にる下水にͭいては、ద

用しͳいものͱするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ８年４݄１条例第18号）

１　͜の条例は、ฏ８年６݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ８年６݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞

ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̕年４݄１条例第20号）

１　͜の条例は、ฏ̕年６݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ̕年６݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞

ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂΓによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̕年12݄19条例第36号）

１　͜の条例は、ฏ10年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍに͜の条例によるվਖ਼લの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼લの

条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓ公ೝ͞Ε、ಉ条第４߲のنఆによΓূॻのަ

を受けているഉ水設備事業者は、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下

ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓࢦఆ͞Ε、ಉ条第߲̏のنఆによ

Γূॻのަを受けたഉ水設備事業者ͱΈͳすɻ

̏　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにվਖ਼લの条例第̕条第４߲のنఆによΓొ͞Ε、ূॻのަ

を受けているٕज़者は、վਖ਼ޙの条例第̕条第߲̑のنఆによΓొ͞Ε、ূॻの

ަを受けたٕज़者ͱΈͳすɻ

４　͜の条例のߦࢪのલ̏年Ҏ内のؒに、վਖ਼લの条例第̕条第߲̏ただしॻにنఆする

市長͕ಛにೝΊたػ関͕ߦったݧࢼに合֨した者又は֘ػ関͕ߦったٕज़者ߨशを

मྃした者は、վਖ਼ޙの条例第̕条第４߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、市نଇͰఆΊるͱ͜Ζに

よΓ、ٕज़者ͱしてొを受ける͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ10年݄̏31条例第̓号）

１　͜の条例は、ฏ10年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪの（Ҏ下ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）のલ·Ͱにऩすき用ྉにͭい
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Ā2 Ā3

の用にͭいてޙଓして用する合におけるಉҎܧޙલ͔ΒҾきଓきಉҎߦࢪ　̏

は、新条例ผදのنఆをద用するɻ͜の合において、͜の条例によるվਖ਼લの豊中市下

水道条例（Ҏ下ʮچ条例ʯͱい͏ɻ）のنఆによΓऩし、又はऩすきものにるࢪ

ຬྃするものに͋っては、֘用͕ؒظՄڐ͔Β昭和62年݄̏31（ಉલに用ߦ

ఆによるن条例のچるにؒظにͭいては、֘ؒظのຬྃの）·Ͱの用ؒظՄڐ

ऩֹͱ新条例のنఆによるऩֹͱのֹࠩに૬するֹをऩするものͱするɻただし、

る用にͭいては、ֹ֘ࠩのऩを免আするɻ設にࢪするڙの用にॅډ

４　લ߲のֹࠩの計ํࢉ法、ऩͦظ࣌のଞ͜の条例のߦࢪにͭいてඞ要ͳ事߲は、市長͕

ఆΊるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏݩ年10݄16条例第31号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̏年݄̏30条例第̑号）

１　͜の条例は、ฏ̏年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪののલ·Ͱにऩすき用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ４年４݄１条例第17号）

１　͜の条例は、ฏ４年６݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ４年６݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ಉલにഉআ͞Ε

たԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̑年４݄１条例第10号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ６年݄̏̏１条例第２号）

１　͜の条例は、ฏ６年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第10条第

１߲第̑号ٴͼ第６号のنఆは、͜の条例のߦࢪのݱࡍにಛఆ事業͔Β下水をഉআして

公共下水道を用する者にͭいては、͜の条例のߦࢪの͔Β１年ؒは、ద用しͳいɻ

̏　վਖ਼ޙの条例第10条の２第１߲第６号ٴͼ第̓号ฒͼにಉ条第２߲第̑号ٴͼ第６号の

ଓして下水をഉআして公共下水道ܧ又は事業͔Βにݱࡍのߦࢪఆは、͜の条例のن

を用する者にͭいては、͜の条例のߦࢪの͔Β１年ؒは、ద用しͳいɻ

４　վਖ਼ޙの条例第10条の２第１߲第̕号のنఆは、ಉ߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、͜の条例の

令（昭和34年令第147号）第̕条の４ߦࢪఆする下水道法نの͔Β４݄ؒ、ಉ号にߦࢪ

第１߲֤号にఆΊる基४の͏ͪ、ಉ߲第４号ٴͼ第６号の基४にる下水にͭいては、ͳ

おैલの例によるものͱし、ಉ߲第12号͔Β第24号·Ͱの基४にる下水にͭいては、ద

用しͳいものͱするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ８年４݄１条例第18号）

１　͜の条例は、ฏ８年６݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ８年６݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞

ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̕年４݄１条例第20号）

１　͜の条例は、ฏ̕年６݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ̕年６݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞

ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂΓによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ̕年12݄19条例第36号）

１　͜の条例は、ฏ10年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍに͜の条例によるվਖ਼લの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼લの

条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓ公ೝ͞Ε、ಉ条第４߲のنఆによΓূॻのަ

を受けているഉ水設備事業者は、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下

ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓࢦఆ͞Ε、ಉ条第߲̏のنఆによ

Γূॻのަを受けたഉ水設備事業者ͱΈͳすɻ

̏　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにվਖ਼લの条例第̕条第４߲のنఆによΓొ͞Ε、ূॻのަ

を受けているٕज़者は、վਖ਼ޙの条例第̕条第߲̑のنఆによΓొ͞Ε、ূॻの

ަを受けたٕज़者ͱΈͳすɻ

４　͜の条例のߦࢪのલ̏年Ҏ内のؒに、վਖ਼લの条例第̕条第߲̏ただしॻにنఆする

市長͕ಛにೝΊたػ関͕ߦったݧࢼに合֨した者又は֘ػ関͕ߦったٕज़者ߨशを

मྃした者は、վਖ਼ޙの条例第̕条第４߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、市نଇͰఆΊるͱ͜Ζに

よΓ、ٕज़者ͱしてొを受ける͜ͱ͕Ͱきるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ10年݄̏31条例第̓号）

１　͜の条例は、ฏ10年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪの（Ҏ下ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）のલ·Ͱにऩすき用ྉにͭい
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ては、ͳおैલの例によるɻ

事業者、Ψؾఆする一ൠిن事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１߲第２号にؾి　̏

ε事業法（昭和29年法律第51号）第２条第２߲にنఆする一ൠΨε事業者ٴͼిؾ௨৴事

業法（昭和59年法律第86号）第12条第１߲にنఆする第１छిؾ௨৴事業者（Ҏ下ʮ一ൠ

ଓして用している݅ܧޙҎߦࢪલ͔ΒҾきଓきߦࢪ͕（事業者ʯͱい͏ɻؾి

にるฏ10年度Ҏ߱の֤年度の用ྉのֹは、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条

例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第19条第２߲のنఆによΓ一ൠిؾ事業者の事業

所͝ͱにࢉग़した用ྉのֹ͕֘年度のલ年度の用ྉのֹに1.1を͡てಘたֹ（Ҏ下

ʮௐ整用ྉֹʯͱい͏ɻ）を͑る合には、վਖ਼ޙの条例第19条第２߲のنఆに͔͔

ΘΒͣ、֘ௐ整用ྉֹͱするɻ

４　一ൠిؾ事業者Ҏ֎の者͕ߦࢪલ͔ΒҾきଓきߦࢪҎܧޙଓして用している

݅にるฏ10年度Ҏ߱の֤年度の用ྉのֹは、վਖ਼ޙの条例第19条第２߲のنఆによ

Γ֘用݅͝ͱにࢉग़した用ྉのֹ͕ௐ整用ྉֹを͑る合には、վਖ਼ޙの条

例第19条第２߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、֘ௐ整用ྉֹͱするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ11年４݄１条例第39号ঞ）

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ11年12݄24条例第69号）

１　͜の条例は、ฏ12年４݄１͔Βߦࢪするɻただし、第̏条第１߲、第17条第１߲、

第18条、第19条第１߲ٴͼ第20条第１߲のվਖ਼نఆは、公の͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例（લ߲ただしॻにنఆするվਖ਼نఆをআくɻ）によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条

例第15条のنఆは、ฏ12年４݄１（Ҏ下ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水

にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલ

の例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂΓによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ12年݄̏31条例第２号ঞ）

１　͜の条例は、ฏ12年４݄１͔Βߦࢪするɻ

̏　͜の条例のߦࢪલにしたߦҝに対するേଇのద用にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ12年12݄20条例第58号）

　͜の条例は、ฏ13年１݄６͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ14年݄̏29条例第４号）

１　͜の条例は、ฏ14年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第10条第

１߲第１号のنఆは、͜の条例のߦࢪのݱࡍにಛఆ事業͔Β下水をഉআして公共下水道

を用する者にͭいては、͜の条例のߦࢪの͔Β６݄ؒは、ద用しͳいɻ

̏　վਖ਼ޙの条例第10条の２第１߲第２号ٴͼಉ条第２߲第２号のنఆは、͜の条例のߦࢪ

のݱࡍに又は事業͔Βܧଓして下水をഉআして公共下水道を用する者にͭいて

は、͜の条例のߦࢪの͔Β６݄ؒは、ద用しͳいɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ15年12݄19条例第57号）

１　͜の条例は、ฏ16年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ16年４݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞

ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂΓによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ18年݄̏27条例第２号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ19年݄̏23条例第１号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ20年݄̏26条例第̏号ঞ）

１　͜の条例は、ฏ20年４݄１͔Βߦࢪするɻ

19　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにલ߲のنఆによるվਖ਼લの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼લ

の下水道条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓࢦఆ͞Ε、ಉ条第߲̏のنఆによΓ

ূॻのަを受けているഉ水設備事業者は、લ߲のنఆによるվਖ਼ޙの豊中市下水道条

例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの下水道条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓࢦఆ͞Ε、ಉ条第

߲̏のنఆによΓূॻのަを受けたഉ水設備事業者ͱΈͳすɻ

20　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにվਖ਼લの下水道条例第̕条第߲̑のنఆによΓొ͞Ε、ূ

ॻのަを受けているٕज़者は、վਖ਼ޙの下水道条例第̕条第߲̑のنఆによΓొ

͞Ε、ূॻのަを受けたٕज़者ͱΈͳすɻ

21　લ２߲にنఆするものの΄͔、͜の条例のߦࢪのલにվਖ਼લの下水道条例のنఆによ

Γͳ͞Εたॲ、खଓͦのଞのߦҝは、վਖ਼ޙの下水道条例のنఆによΓͳ͞Εたॲ、

खଓͦのଞのߦҝͱΈͳすɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ22年８݄11条例第22号ঞ）

１　͜の条例は、ฏ22年11݄１͔ΒߦࢪするɻʤҎ下ུʥ

10　લ߲のنఆによるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例ෟଇ第߲̑のنఆは、ߦࢪҎ࠷ޙॳにࢉ

ఆ͞ΕるԚ水のྔにる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにࢉఆ͞ΕたԚ水のྔにる用ྉ

にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ22年８݄11条例第23号）
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ては、ͳおैલの例によるɻ

事業者、Ψؾఆする一ൠిن事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１߲第２号にؾి　̏

ε事業法（昭和29年法律第51号）第２条第２߲にنఆする一ൠΨε事業者ٴͼిؾ௨৴事

業法（昭和59年法律第86号）第12条第１߲にنఆする第１छిؾ௨৴事業者（Ҏ下ʮ一ൠ

ଓして用している݅ܧޙҎߦࢪલ͔ΒҾきଓきߦࢪ͕（事業者ʯͱい͏ɻؾి

にるฏ10年度Ҏ߱の֤年度の用ྉのֹは、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条

例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第19条第２߲のنఆによΓ一ൠిؾ事業者の事業

所͝ͱにࢉग़した用ྉのֹ͕֘年度のલ年度の用ྉのֹに1.1を͡てಘたֹ（Ҏ下

ʮௐ整用ྉֹʯͱい͏ɻ）を͑る合には、վਖ਼ޙの条例第19条第２߲のنఆに͔͔

ΘΒͣ、֘ௐ整用ྉֹͱするɻ

４　一ൠిؾ事業者Ҏ֎の者͕ߦࢪલ͔ΒҾきଓきߦࢪҎܧޙଓして用している

݅にるฏ10年度Ҏ߱の֤年度の用ྉのֹは、վਖ਼ޙの条例第19条第２߲のنఆによ

Γ֘用݅͝ͱにࢉग़した用ྉのֹ͕ௐ整用ྉֹを͑る合には、վਖ਼ޙの条

例第19条第２߲のنఆに͔͔ΘΒͣ、֘ௐ整用ྉֹͱするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ11年４݄１条例第39号ঞ）

１　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ11年12݄24条例第69号）

１　͜の条例は、ฏ12年４݄１͔Βߦࢪするɻただし、第̏条第１߲、第17条第１߲、

第18条、第19条第１߲ٴͼ第20条第１߲のվਖ਼نఆは、公の͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例（લ߲ただしॻにنఆするվਖ਼نఆをআくɻ）によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条

例第15条のنఆは、ฏ12年４݄１（Ҏ下ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水

にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલ

の例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂΓによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ12年݄̏31条例第２号ঞ）

１　͜の条例は、ฏ12年４݄１͔Βߦࢪするɻ

̏　͜の条例のߦࢪલにしたߦҝに対するേଇのద用にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ12年12݄20条例第58号）

　͜の条例は、ฏ13年１݄６͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ14年݄̏29条例第４号）

１　͜の条例は、ฏ14年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの条例ʯͱい͏ɻ）第10条第

１߲第１号のنఆは、͜の条例のߦࢪのݱࡍにಛఆ事業͔Β下水をഉআして公共下水道

を用する者にͭいては、͜の条例のߦࢪの͔Β６݄ؒは、ద用しͳいɻ

̏　վਖ਼ޙの条例第10条の２第１߲第２号ٴͼಉ条第２߲第２号のنఆは、͜の条例のߦࢪ

のݱࡍに又は事業͔Βܧଓして下水をഉআして公共下水道を用する者にͭいて

は、͜の条例のߦࢪの͔Β６݄ؒは、ద用しͳいɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ15年12݄19条例第57号）

１　͜の条例は、ฏ16年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条のنఆは、ฏ16年４݄１（Ҏ下

ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏޙにഉআ͞ΕたԚ水にる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにഉআ͞

ΕたԚ水にる用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の合において、ߦࢪҎޙにऩすき用ྉの͏ͪ、ͦのࢉఆの基ૅͱͳるԚ

水のྔのࢉఆߦࢪ͕ؒظલに·た͕るものにͭいては、Ԛ水のྔを֤ۉにഉআした

ものͱΈͳして、ׂΓによΓࢉఆするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ18年݄̏27条例第２号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ19年݄̏23条例第１号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ20年݄̏26条例第̏号ঞ）

１　͜の条例は、ฏ20年４݄１͔Βߦࢪするɻ

19　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにલ߲のنఆによるվਖ਼લの豊中市下水道条例（Ҏ下ʮվਖ਼લ

の下水道条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓࢦఆ͞Ε、ಉ条第߲̏のنఆによΓ

ূॻのަを受けているഉ水設備事業者は、લ߲のنఆによるվਖ਼ޙの豊中市下水道条

例（Ҏ下ʮվਖ਼ޙの下水道条例ʯͱい͏ɻ）第̕条第１߲のنఆによΓࢦఆ͞Ε、ಉ条第

߲̏のنఆによΓূॻのަを受けたഉ水設備事業者ͱΈͳすɻ

20　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにվਖ਼લの下水道条例第̕条第߲̑のنఆによΓొ͞Ε、ূ

ॻのަを受けているٕज़者は、վਖ਼ޙの下水道条例第̕条第߲̑のنఆによΓొ

͞Ε、ূॻのަを受けたٕज़者ͱΈͳすɻ

21　લ２߲にنఆするものの΄͔、͜の条例のߦࢪのલにվਖ਼લの下水道条例のنఆによ

Γͳ͞Εたॲ、खଓͦのଞのߦҝは、վਖ਼ޙの下水道条例のنఆによΓͳ͞Εたॲ、

खଓͦのଞのߦҝͱΈͳすɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ22年８݄11条例第22号ঞ）

１　͜の条例は、ฏ22年11݄１͔ΒߦࢪするɻʤҎ下ུʥ

10　લ߲のنఆによるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例ෟଇ第߲̑のنఆは、ߦࢪҎ࠷ޙॳにࢉ

ఆ͞ΕるԚ水のྔにる用ྉ͔Βద用し、ߦࢪલにࢉఆ͞ΕたԚ水のྔにる用ྉ

にͭいては、ͳおैલの例によるɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ22年８݄11条例第23号）
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１　͜の条例は、ฏ22年11݄１͔Βߦࢪするɻただし、第̏条第߲̏ฒͼに第14条第２

ఆ（ಉ条第نఆฒͼに第15条のվਖ਼نఆ、ಉ条に１߲をՃ͑るվਖ਼نͼ第߲̏のվਖ਼ٴ߲

１߲のදにる部をআくɻ）は、公の͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条第１߲のنఆは、͜の条例のߦࢪの

（Ҏ下ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）Ҏ࠷ޙॳにࢉఆ͞ΕるԚ水のྔにる用ྉ͔Βద用し、ࢪ

用ྉにͭいては、ͳおैલの例によるɻるఆ͞ΕたԚ水のྔにࢉલにߦ

　　　ෟ　ଇ（ฏ24年12݄21条例第90号）

１　͜の条例は、ฏ25年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪのݱ、ࡍにଘする公共下水道のഉ水ࢪ設ٴͼॲཧࢪ設にͭいては、͜の

条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第̏条の２͔Β第̏条の４·Ͱのنఆは、ద用しͳ

いɻただし、͜の条例のߦࢪのҎޙにվங（ࡂ෮چͱしてߦΘΕるものٴͼ公共下水

道に関する事Ҏ֎の事によΓඞ要をੜ͡たものをআくɻ）の事にணखしたものにͭ

いては、͜の限ΓͰͳいɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ25年12݄20条例第57号）

１　͜の条例は、ฏ26年４݄１͔Βߦࢪするɻ

２　͜の条例のߦࢪの（Ҏ下ʮߦࢪʯͱい͏ɻ）લ͔Βܧଓしている公共下水道の用

Ͱߦࢪ͔Βฏ26年４݄30·Ͱのؒに用ྉのࢧを受ける権利͕֬ఆするもの（ࢪ

Ͱ͋るものに͋ってޙを受ける権利͕֬ఆする͕ಉ݄30ࢧ用ྉのॳΊてޙҎߦ

は、֘֬ఆしたものの͏ͪ、ߦࢪҎޙॳΊてࢧを受ける権利͕֬ఆする用ྉをલ

ճ֬ఆ（ͦのલの用ྉのࢧを受ける権利͕֬ఆしたをい͏ɻҎ下ಉ͡ɻ）͔Β

の݄Ͱআし、͜Εؒظを受ける権利͕֬ఆする·Ͱのࢧ用ྉのॳΊてޙҎߦࢪ

にલճ֬ఆ͔Βಉ݄30·Ͱのؒظの݄を͡て計ࢉした金ֹにる部）にる

用ྉにͭいては、͜の条例によるվਖ਼ޙの豊中市下水道条例第15条第１߲のنఆに͔͔Θ

Βͣ、ͳおैલの例によるɻ

̏　લ߲の݄は、ྐྵにैって計ࢉし、１݄にຬたͳいをੜ͡たͱきは、͜Εを１݄ͱ

するɻ

　　　ෟ　ଇ（ฏ31年݄̏19条例第24号）

　͜の条例は、公の͔Βߦࢪするɻ

　　　ෟ　ଇ（令和ݩ年݄̕27条例第25号）

　͜の条例は、令和ݩ年10݄１͔Βߦࢪするɻただし、第２条のنఆは、令和２年４݄１

͔Βߦࢪするɻ
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